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じ� に�は� め�

本誌は保険業法第１１１条に基づいて作成した資料です。�

みなさまには、日頃より格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。�

また、このたびの地震により、被災された地域のみなさまに心よりお見舞い

申しあげます。�

当社は、これまで培ってまいりましたノウハウを活かしつつ、親会社である

明治安田生命の生命保険事業とのシナジー効果を発揮して、主に企業・団体の

お客さまを中心に特色ある付加価値の高い保険サービスをご提供することで、

お客さまのご期待にお応えできるよう努めております。�

平成２０年４月から第２次中期経営計画（３ヵ年）をスタートし、「お客さまを

大切にする会社」として中長期的に持続的な成長を実現すべく取り組んでまいり

ました。�

平成２２年度は第２次中期経営計画の最終年度として、内部管理態勢の整備を

重点的に進めてまいりました。さらに、いっそうの独自性発揮による新たな成長

戦略の構築を目指し、平成２３年４月からスタートした第３次中期経営計画（３ヵ

年）に繋がる年度として、新規チャネル・マーケットの開拓に関する態勢の整

備に努めてまいりました。�

引き続き、お客さまニーズに的確に対応すべく、先進の制度提案による団体

福祉の充実と独自のリスクソリューション提案による事業の安定のための各種

取組みを進めてまいる所存です。�

このような当社の事業活動について、みなさまにご理解をより深めていただく

ために「明治安田損害保険の現状２０１１」を作成いたしました。�

本誌が、みなさまに当社をご理解いただくうえで、少しでもお役に立てば幸い

に存じます。�

今後とも、なおいっそうのご支援とご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。�
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私たちは、お客さまを大切にする会社に徹し、明治安田生命の生命保険事業とのシナジー効果を発揮して、

特色のある付加価値の高い保険サービスをご提供することにより、お客さまから信認される損害保険会社

を目指してまいります。�

◆　独自のソリューション提案によるお客さまの事業の安定と、先進の制度提案によるお客さまの団体福祉�

　　の充実に貢献する会社�

◆　新たな市場・価値を創造し、成長しつづける会社�

◆　働く者すべてが高度な専門性と豊かな業務知識を備え、個人の能力を最大限に発揮できる会社�

◆　高い倫理観と協働の精神　　　　◆　お客さまへの感謝と責任�

◆　社会への貢献　　　　　　　　　◆　自己の成長と発展�

当社は、明治安田生命グループの損害保険会社として企業・団体のお客さま向けに、クオリティの高い総

合保障サービスをご提供し、確かな安心と豊かさをお届けしてまいります。これまで、企業・団体のお客

さまの補償ニーズに幅広くお応えしてまいりました傷害保険分野での商品・サービスをいっそう充実させ

るとともに、新種保険分野においても、今後、一段と多様化する企業・団体のお客さまの潜在的補償ニー

ズに的確にお応えできる「リスクソリューション®」※商品等をご提供することなどにより、企業・団体の

お客さまのご発展に貢献してまいります。�

※明治安田損害保険では、「リスクソリューション®」の商標登録（商標番号：４６２９６３３号）を行なっております。�

◆　名称（商号）：明治安田損害保険株式会社�

�

◆　設立：平成８年８月８日 ◆　資本金：５２０億円 ◆　総資産：８１０億円�

◆　正味収入保険料：１３６億円 ◆　従業員数：１７５名 ◆　代理店数：６１８店�

◆　本社所在地：東京都千代田区神田司町二丁目１１番地１�

◆　出資比率：明治安田生命保険相互会社　１００％�

〔 経営方針・企業ビジョン・ 行動規範 〕�

経営方針�

行動規範�

企業ビジョン�

〔 会社の特色 〕�

〔 会社概要 〕�

会�社�プ�ロ�フ�ィ�ー�ル�

Meiji Yasuda  General  Insurance  Co., Ltd.

当社は、法人・団体専門損害保険会社として商品・サービス、募集チャネル等でいっそうの独自性発揮に

より新たな成長戦略を構築するとともに、保険金支払い等のお客さまサービスの適切な遂行を通じてお客

さま満足・信頼度の向上を図り、「お客さまを大切にする会社」として一段の進化・成長を目指すことを

企図し、平成２３年４月から３ヵ年の第３次中期経営計画をスタートしております。�

第３次中期経営計画は、以下を中心に重点的な実施事項を設定し、取組みを行なっております。�

　１. 既存のマーケットの深耕や新たなマーケット開拓による収入保険料の継続的な増大�

　２. アンダーライティング、保険金支払い等の基幹業務品質の向上によるお客さまサービスのいっそうの拡充�

�

〔 第３次中期経営計画の概要 〕�

平成２３年３月３１日現在�
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＜正味収入保険料＞
正味収入保険料は、ご契約者のみなさまからいただいた保険料から、再保険取引に係る保険料を加減、諸返戻金を控除し、

さらに積立保険料を控除した保険料です。

＜正味支払保険金＞
正味支払保険金は、元受正味保険金と他の保険会社へ再保険で支払った受再保険金の合計額から、出再先の保険会社から

受け取る回収再保険金を控除した保険金です。

＜正味損害率＞
正味損害率は、正味収入保険料に対する「正味支払保険金＋損害調査費」（お支払いした保険金と損害調査に要した費用）

の割合です。

＜正味事業費率＞
正味事業費率は、正味収入保険料に対する「保険引受に係る営業費及び一般管理費＋諸手数料及び集金費」（保険の募集や

保険契約の維持管理のために使用した費用）の割合です。

＜保険引受利益＞
保険引受利益は、保険引受収益（正味収入保険料等の合計）から、保険引受費用（正味支払保険金、諸手数料及び集金費

等の合計）、保険引受に係る営業費及び一般管理費を控除し、さらにその他収支を加減したもので、保険の引受に係る利益と

なります。

＜経常利益＞
経常利益は、保険引受収益・費用、資産運用収益・費用を加減し、さらに営業費及び一般管理費、その他経常損益を加減

したものです。

＜当期純利益＞
当期純利益は、経常利益に、固定資産処分損益等の特別損益、法人税及び住民税と法人税等調整額を加減したもので、損

害保険会社の最終的な利益となります。

Ⅰ
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社
の
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Ⅰ 会 社 の 概 況 及 び 組 織

1 代表的な経営指標1

正 味 収 入 保 険 料

正 味 支 払 保 険 金

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

保 険 引 受 利 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

ソ ル ベ ン シ ー・マ ー ジ ン 比 率

総 資 産 額

純 資 産 額

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額

平成２１年度

13,411

5,091

43.6

53.3

285

900

379

7,326.9

97,645

72,658

762

平成２２年度

13,688

5,171

43.0

51.7

385

916

379

5,828.0

81,003

56,342

414

（単位：百万円、％）

年　度
項　目

（単位：百万円、％）



＜ソルベンシー・マージン比率＞
ソルベンシー・マージン比率は、通常の予測を超える危険（巨大災害、損害保険会社が有する資産の大幅な価格下落等）

が発生した場合でも、保険金等について十分な支払余力を保持しているかどうかを示す行政監督上の客観的な判断指標のひ

とつです。２００％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

＜総資産額＞
貸借対照表上の「資産の部合計」の金額です。

＜純資産額＞
貸借対照表上の「純資産の部合計」の金額です。

＜その他有価証券評価差額＞
保有有価証券等については、売買目的、満期保有目的等の保有目的で区分し、時価評価等を行なっています。その他有価

証券は、売買目的、満期保有目的等に該当しないものであり、その他有価証券の時価評価後の金額と時価評価前の金額との

差額（評価損益）が、その他有価証券評価差額です。

＜不良債権の状況＞
不良債権には、「リスク管理債権」と「債務者区分による債権」の２つの基準があり、法令により開示が義務付けられてい

ます。

当社では、詳細な自己査定規程を定め、厳正な自己査定を実施しています。また、自己査定規程および査定結果に対して

は、自己査定実施部署から独立した業務監査部が内部監査を実施し、その後監査法人による外部監査を受けており、信頼性

の高い体制を構築しております。

自己査定の結果、価値の毀損の危険性が高いと判断された資産については、その度合いに応じ、自己責任原則に基づき適

正な償却・引当を実施し、資産の健全性を確保しています。

また、償却・引当規程を定め、同規程に則り償却・引当を実施することにより、恣意性を排除しています。

●リスク管理債権の状況

「リスク管理債権」とは、貸付金のうち返済状況が正常でない債権をいい、「破綻先債権」、「延滞債権」、「３カ月以上延

滞債権」、「貸付条件緩和債権」の４区分からなります。

平成２２年度末現在、これらに該当する債権はありません。

●債務者区分による債権の状況

「債務者区分に基づいて区分された債権」は、貸付金のほかに未収収益等を含めた債権を、債務者の財政状態および経営

成績等に基づいて区分したものであり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」、「正常債権」

の４区分からなります。

平成２２年度末現在、債権は、いずれも「正常債権」（債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないとされるもの）

に区分されています。
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1 会社の沿革2

平成０８年０８月

１０月

平成０９年０１月

０２月
０３月
０４月
０５月
１０月
１１月
１２月

平成１０年０４月

０８月

１０月

１１月

１２月
平成１１年０４月

０５月
０６月
０７月

１０月

平成１２年０３月

０４月

０５月
０６月
０７月
０８月

０９月

旧安田ライフ損害保険株式会社 旧明治損害保険株式会社

安田生命保険相互会社（現　明治安田生命保険
相互会社）の１００％出資子会社として設立（資
本金２２０億円）
損害保険業免許取得
営業開始
労働災害総合保険を発売
傷害保険、団体長期障害所得補償保険を発売
安田生命との生損セット商品『フルタイム』を
発売

海外旅行傷害保険を発売
自動車損害賠償責任保険を発売
懸賞付自動車保険『ワン太フル』を発売
「交通事故入院お見舞いサービス」を開始
債務返済支援保険を発売
「ＪＡＦロードサービス」の提供開始

家財専用火災保険『家財記念日』を発売
安田生命との生損セット商品『ダブルカバー』
を発売
懸賞付自動車保険『NEWワン太フル』を発売

「指定修理工場制度（愛称：あんしん工場）」を
開始
総合賠償責任保険『店下泰平』を発売
「カーアシスタンスサービス」の提供開始

新型自動車保険『NEWワン太フル カスタマー
ズベスト』を発売
安田生命との生損セット商品『グローイングプ
ラス』を発売
安田生命との生損セット商品『ファーストステ
ージActivity』を発売

総合賠償責任保険『New店下泰平』を発売
家財専用火災保険『New家財記念日』を発売

人身傷害補償付総合自動車保険『大きなQお世
話』（YAP）を発売
安田生命との生損セット商品『健康物語Activity』
を発売

明治生命保険相互会社（現　明治安田生命保険
相互会社）の１００％出資子会社として設立（資
本金３００億円）
損害保険業免許取得
営業開始
会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）を発売

傷害保険を発売
海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険を発売

自動車損害賠償責任保険を発売
懸賞付自動車保険を発売
ホームページの開設
長期所得補償保険を発売
団体長期障害所得補償保険、債務返済支援保険
を発売

「指定修理工場制度（愛称：ほほえみ工場サー
ビス）」を開始
「ＪＲＳロードサービス」の提供開始

自動車保険に新割引制度導入
ほほえみ工場プラスワンを開始

明治生命グループと日新火災海上保険株式会社
間で業務提携に関し基本合意
カートラブル時のロードサービスの無料化をス
タート（一部のケースを除き、無料化）
オーストラリアの大手損害保険グループＱＢＥ
社と日本国内における取引信用保険の販売に関
する業務協力協定を締結

取引信用保険を発売

年月
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平成１２年１０月

平成１３年０４月

０５月
０７月

平成１４年０１月

０２月

１１月

平成１６年０２月
１１月
１２月

旧安田ライフ損害保険株式会社 旧明治損害保険株式会社

安田生命との生損セット商品『健康物語Activity

第二章』を発売
安田生命への募集代理を開始

安田生命とのセット商品として団体向け第三分
野商品『新・総合医療サポート』を発売

安田生命との生損セット商品『健康物語フルケ
アActivity』を発売

平成１７年０４月

平成１８年０４月

０５月
１０月

平成１９年０４月

６月
平成２０年０４月
平成２２年０１月

０４月
平成２３年０４月

安田ライフ損害保険株式会社と明治損害保険株式会社が合併し、明治安田損害保険株式会社 誕生

「保険会社向けの総合的な監督指針」改正にともない、「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情
報）」を充実
会社法施行にともない「内部統制システムの基本方針」を制定
ホームページによる苦情等受付状況の開示を開始
「保険会社向けの総合的な監督指針」改正にともない、「意向確認書面」を導入
保険金支払審査会ならびに保険金支払に関する不服申立制度を開設
ホームページによる「お支払いに該当しない」と判断した件数・事例等の開示を開始
第２次中期経営計画をスタート
保険法改正に伴う火災保険・地震保険の改定
保険法改正に伴う傷害保険・新種保険等の改定
第３次中期経営計画をスタート

明治損害保険と「合併覚書」に調印
明治損害保険と「合併契約書」に調印
臨時株主総会で合併契約書を承認

安田ライフ損害保険と「合併覚書」に調印
安田ライフ損害保険と「合併契約書」に調印
臨時株主総会で合併契約書を承認

自動車保険センターを開設
総合自動車保険『MAM（MEIJI AUTO
MASTER）』を発売

明治生命への募集代理を開始

総合自動車保険『MAM（MEIJI AUTO
MASTER）』を改定・発売

年月

明治安田損害保険株式会社年月
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1 経営の組織3

保

険

計

理

人

�

経 

営 

会 

議�

委

員

会

�

営 業 推 進 部 �

損 害 サ ー ビ ス 部 �

営 業 管 理 部 �

マ ー ケ ッ ト 開 発 部 �

企 画 部 �

アンダーライティング部�

再 保 険 室 �

リスク管理・コンプライアンス部�

支 払 審 査 室 �

収 益 管 理 部 �

資 産 運 用 室 �

事務・システム管理部�

お 客 さ ま 相 談 室 �

業 務 監 査 部 �

株 

主 

総 

会�

社

　

　

長

�

業

務

担

当

役

員

�

取 

締 

役 

会�

監 
 

査 
 

役�

監 

査 

役 

会�

〈組織図（平成２３年６月３０日現在）〉

〈本社所在地〉
〒１０１－００４８ 東京都千代田区神田司町二丁目１１番地１

電話番号　０３－３２５７－３１１１（代表）

フリーダイヤル　０１２０－２５５－４００（お客さま相談室）

※なお、以下の所在地に営業推進部 総合福祉代理店業務グループ（大阪駐在）を設置しております。

〒５４１－００５１ 大阪府大阪市中央区備後町一丁目６番１５号 明治安田生命備後町ビル８階

電話番号　０６－６２３１－３０８１
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1 株主・株式の状況4
当社の発行する株式はすべて普通株式であり、平成２３年３月３１日現在、発行可能株式総数は１６０万株、

発行済株式総数は４０万株、資本金は５２０億円です。なお、当社の株式は上場されておりません。

1. 基本事項

（１）定時株主総会開催時期 毎年４月１日から４ヵ月以内に開催します。

（２）事業年度 毎年４月１日から翌年３月３１日まで

（３）基準日 定時株主総会において権利を行使すべき株主は、毎年３月３１日現在の株主

名簿記載の株主とします。

（４）公告掲載新聞 東京都において発行する日本経済新聞

ただし、当社の決算公告は、上記による公告に代えて、貸借対照表および損

益計算書を当社ホームページの以下のアドレスに掲載しております。

http://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/

2. 株主総会議案等

（１）臨時株主総会

臨時株主総会が平成２２年８月２６日（木）に開催されました。

決議事項は以下のとおりです。

決議事項 第１号議案　準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり当社の資本準備金を８,７３０,０１９,２００円減少し、同額をその他資本剰

余金に振り替えることにつき、承認可決されました。

第２号議案　剰余金の処分の件

本件は、原案どおり株主配当金を１株につき４０,７８８円２７銭とすることにつき、承認可

決されました。

（２）臨時株主総会

臨時株主総会が平成２３年３月２８日（月）に開催されました。

決議事項は以下のとおりです。

決議事項 議案　取締役１名選任の件

本件は、原案どおり平成２３年４月１日付で取締役に相樂昌彦氏が選任され、就任いた

しました。

（３）定時株主総会

第１５回定時株主総会が平成２３年６月３０日（木）に開催されました。

報告事項および決議事項は以下のとおりです。

報告事項 第１５期［平成２２年度（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）］事業報告及

び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。
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5. 資本金の推移

（１）明治安田損害保険株式会社

6. 最近の新株及び社債の発行

当社は平成８年８月８日に設立後、平成２３年３月３１日まで、新株及び社債を発行しておりません。

年月日

平成１７年４月１日 520億円 安田ライフ損害保険株式会社と明治損害保険株式会社との合併

資本金 摘　要

（注）平成１７年４月１日に安田ライフ損害保険株式会社（資本金２２０億円）と明治損害保険株式会社（資本金３００億円）との合併により
資本金が５２０億円となり、その後、平成２３年３月３１日までの間、資本金の変動はありません。

（２）旧安田ライフ損害保険株式会社

年月日

平成８年８月８日 220億円

資本金 摘　要

（３）旧明治損害保険株式会社

年月日

平成８年８月８日 300億円

資本金 摘　要

3. 株式分布状況及び大株主

当社の株主は、明治安田生命保険相互会社の1社のみです。

4. 配当政策

当社は、損害保険会社の社会的使命として、地震その他の異常災害に備え担保力増強のための内部留保の

充実に努めつつ、企業価値の向上を企図し、株主に対して可能な限り安定的な配当の実現を目指すことを基

本方針としております。以上の基本方針に基づき、当期の配当につきましては、平成２２年８月２７日を基準

日とする配当（１株当たり４０,７８８円２７銭）ならびに期末配当（１株当たり３９５円４１銭）を行ないました。

株主名称

明治安田生命保険相互会社 千代田区丸の内二丁目1番1号 400千株 100％

住　　所 所有株式数 発行済株式総数に対する
所 有 株 式 数 の 割 合

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件

本件は、原案どおり期末配当金を１株につき３９５円４１銭とすることにつき、承認可決

されました。

第２号議案　取締役９名選任の件

本件は、原案どおり取締役に重森　豊、小林　修、小島好孝、北川正和、浦　和彦、笠

原孝祐、山下敏彦、相樂昌彦、河本　茂の９氏が再選され、それぞれ就任いたしました。



取締役社長
（代表取締役）

取締役副社長
（代表取締役）

常務取締役

取 締 役

取 締 役

取 締 役
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1 役員の状況5
（平成２３年６月３０日現在）

役　名 氏名（生年月日）

重 森 　 豊
（昭和２４年６月２５日）

小 林 　 修
（昭和２６年８月２日）

小 島 好 孝
（昭和２７年９月１１日）

北 川 正 和
（昭和２７年４月２６日）

浦 　 和 彦
（昭和２９年２月１１日）

笠 原 孝 祐
（昭和３１年２月２５日）

略　　　　　歴 担　当

昭和49年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
札幌中央支社長、渋谷支社長、銀座支社長、

取締役銀座支社長、取締役西日本本部長を経
て

平成16年 明治安田生命保険相互会社執行役員大阪本部
長、執行役員新市場営業部門長、常務執行役
員新市場営業部門長、常務執行役新市場営業
部門長、常務執行役代理店営業部門長を経て

平成21年 明治安田損害保険株式会社取締役社長
現在に至る

昭和51年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
営業企画部部長審議役（商品）、営業企画部

部長審議役（商品開発）、商品部長を経て
平成16年 明治安田生命保険相互会社検査部上席アクチ

ュアリー検査担当、保険計理人、取締役を経
て

平成22年 明治安田損害保険株式会社取締役副社長
現在に至る

昭和50年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
平成12年 （現）明治安田損害保険株式会社企画部長 兼

新規事業準備室長
平成13年 同社企画総務部長
平成16年 同社取締役企画総務部長
平成17年 明治安田損害保険株式会社取締役商品業務部

長
平成20年 取締役アンダーライティング部長 兼 商品業

務部長
平成21年 取締役アンダーライティング部長　
平成22年 常務取締役　現在に至る

昭和51年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
平成16年 明治安田生命保険相互会社契約サービス部部

次長を経て
平成20年 明治安田損害保険株式会社企画部長
平成21年 取締役企画部長　現在に至る

昭和52年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
第二総合法人部法人開発部長 兼 総合法人

開発課長、組織法人開発部長を経て
平成16年 明治安田生命保険相互会社公法人第三部長、

近畿公法人部長を経て
平成21年 明治安田損害保険株式会社営業推進部長
平成22年 取締役営業推進部長　現在に至る

昭和53年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
山形支社長、群馬支社長、業務部長を経て

平成16年 明治安田生命保険相互会社業務部長、福岡支
社長を経て

平成21年 明治安田損害保険株式会社商品業務部長
平成22年 取締役マーケット開発部長　現在に至る

収益管理部
リスク管理・コンプライアンス部
業務監査部

企画部

営業推進部
損害サービス部
営業管理部
マーケット開発部

営業推進部

アンダーライティング部
事務・システム管理部
企画部

マーケット開発部



山 下 敏 彦
（昭和３０年１２月２５日）

相 樂 昌 彦
（昭和３３年９月２１日）

河 本 　 茂
（昭和３４年５月２日）

久 村 泰 弘
（昭和２７年３月２５日）

川 島 繁 俊
（昭和２９年２月２７日）

冨 林 和 雄
（昭和３１年１２月１５日）
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役　名

取 締 役

取 締 役

取 締 役

常任監査役

監 査 役

監 査 役

氏名（生年月日） 略　　　　　歴 担当

昭和54年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
資産運用部門（財務業務）運用調査部長審議役を経

て
平成16年 明治安田アメリカ株式会社社長
平成18年 明治安田生命保険相互会社不動産部長
平成20年 運用企画部長

明治安田損害保険株式会社取締役　現在に至る
平成22年 明治安田生命保険相互会社執行役運用企画部長

現在に至る

昭和56年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
平成16年 明治安田生命保険相互会社業務部損害保険統括室長、

大阪北支社長、群馬支社長を経て
平成23年 法人営業企画部長　現在に至る

明治安田損害保険株式会社取締役　現在に至る

昭和57年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
平成16年 明治安田生命保険相互会社情報システム部長、宇都

宮支社長を経て
平成22年 企画部長　現在に至る

明治安田損害保険株式会社取締役　現在に至る

昭和49年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
財務業務部部長審議役、特別勘定運用部長、（旧）
明生投資顧問株式会社取締役運用部長、（旧）明治ド
レスナー・アセットマネジメント株式会社取締役運
用副本部長、有価証券部長を経て

平成16年 明治キャピタル株式会社取締役投資本部担当部長、
同社取締役投資本部副本部長 兼 担当部長、同社取
締役投資業務部長、同社常務取締役投資部長を経て

平成21年 明治安田損害保険株式会社常任監査役　現在に至る

昭和52年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
副保険計理人兼経営企画部部長（数理・経理・会
計担当）、副保険計理人 兼 収益管理部長、保険計
理人を経て

平成16年 明治安田生命保険相互会社営業企画部（営業人事担
当）上席アクチュアリー営業職員制度担当、監査役
室上席アクチュアリーを経て

平成18年 監査委員会事務局上席アクチュアリー　現在に至る
平成21年 明治安田損害保険株式会社監査役　現在に至る

昭和54年 （現）明治安田生命保険相互会社入社
金沢支社長を経て

平成16年 明治安田生命保険相互会社郡山支社副支社長、営業
企画部（営業人事担当）審議役（労務管理推進）、営業
人事部審議役（労務管理推進）を経て

平成22年 関連事業部長　現在に至る
明治安田損害保険株式会社監査役　現在に至る

（注）合併前の明治生命保険相互会社と安田生命保険相互会社は、（現）明治安田生命保険相互会社と表記しております。（平成１６年１月合併）
合併前の安田ライフ損害保険株式会社と明治損害保険株式会社は、（現）明治安田損害保険株式会社と表記しております。（平成１７年４月合併）

（社外監査役）

（社外監査役）
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1 従業員の状況6

従業員数

175名 46.2歳 4.9年 8,094,870円

平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

1 その他7

当社では、ホームページを開設し、会社概要、取扱商品、サービス、決算情報の紹介などの情報提供活動

に努めております。

また、お客さまからのお申し出（ご意見、苦情等）、不服申立件数、付随的な保険金の支払漏れ件数の開

示に加え、いち早く「お支払いに該当しない」と判断した件数・事例等の開示を実施するなど、積極的な情

報開示に取り組んでおります。

1. 情報提供活動

ホームページ ： http://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/

企業ビジョンに掲げる「働く者すべてが高度な専門性と豊かな業務知識を備え、個人の能力を最大限に

発揮できる会社」の実現を目指し、「能力開発計画」「人材開発プログラム」を策定し、従業員のキャリア形

成に努めております。また、（財）損害保険事業総合研究所主催の損害保険講座等への積極的な参加も勧奨し

ております。

特に、保険金支払部門においては、査定担当者の育成を図るため、研修計画に基づき、外部講師または、

専門家（医師・弁護士等）を招いた研修を行なっております。また、第三分野商品については、保険金支払

事例の多い疾病を中心に医学的知識の習得に向け、事例研究等を行なっております。

2. 研修制度

（注）１．従業員数には社外から当社への出向者、嘱託契約の従業員を含み、使用人兼務取締役、休職者、派遣社員を除いており
ます。

２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

（平成２３年３月３１日現在）

1. 従業員の状況及び平均給与

以下の取組みにつきましては、平成２３年３月３１日現在の状況を記載しております。
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◯当社
当社は、温暖化防止のための国民的運動「チャレンジ２５キャンペーン」に参加し、温室効果ガス排出量

の削減に向け、様々な取組みを推進しています。加えて、平成２３年７～９月については、東日本大震災に

より発生した電力需給ギャップに対処するため、使用電力の大幅な削減に向けた節電行動計画を策定し、全

社をあげて節電に努めています。

◯業界
当社は社団法人日本損害保険協会の一員として、次の「社会の安全・安心への貢献事業」に参画しており

ます。

主な取組みは以下のとおりです。

（１）環境問題への取組み

ア．環境問題に関する目標

地球温暖化の大きな原因である二酸化炭素の削減および循環型社会形成に向けた廃棄物の削減に関す

る目標を定め、取り組んでいます。

イ．エコ安全ドライブの推進

環境にやさしく、安全運転にも効果がある「エコ安全ドライブ」の普及啓発のため、「エコ安全ドラ

イブCLUB」の運営や自動車教習所でのビデオクリップ放映、各種リーフレット・ステッカーの作成・

交付を行なっています。

ウ．リサイクル部品活用の推進

自動車の利用者に、自動車を修理する際に部品を交換するのではなく、できるだけ補修をすることで

廃棄される部品を減らせることや、交換が必要な場合でも、新品ではなく、リサイクル部品を利用する

ことで、廃棄物と同時に製造時に発生するCO2排出量も減らせることを訴えるため、業界統一ロゴを作

成し、チラシや専用ホームページで啓発をしています。

（２）防災・自然災害対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア．地域の防災力・消防力強化への取組み

①軽消防自動車の寄贈

小型動力ポンプ付軽消防自動車を全国自治体や離島に寄贈しています。

②防火標語の募集と防火ポスターの制作

防火意識の高揚、普及、啓発を目的として防火標語の募集を行ない、入選作品である「全国統一防

火標語」を掲載した防火ポスターを制作し、全国の消防署をはじめとする公共機関等に寄贈し、全国

各地の防火意識の啓発・ＰＲ等に使用いただいております。

③ハザードマップを活用した自然災害リスクの啓発

各市町村作成のハザードマップを通じて、洪水や地震などの自然災害リスクの周知・理解促進を行

ない、自然災害に対する備えの重要性を知ってもらう啓発活動を進めています。

イ．地域の安全意識の啓発

①実践的安全教育プログラム「ぼうさい探検隊」の普及

子どもたちが楽しみながらまちを探検し、まちにある防災、防犯、交通安全の施設等を発見してマッ

プにまとめる実践的安全教育プログラムである「ぼうさい探検隊」の普及を通じ、安全教育の促進を

図っています。

2. 社会公共活動
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②地域防災リーダーの育成

大学生が災害時に地域防災リーダーとして活躍してもらうことを目的として、作られた防災ボラン

ティアプログラムの紹介・実践を通じ、地域防災リーダーの育成を図っています。

③幼児向けの防災教育カードゲーム「ぼうさいダック」の作成・普及

幼児向けに、遊びながら災害から身を守るポーズが学べるカードゲームを作成・普及し、防災意識

の定着を図っています。

（３）交通安全対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア．交通事故防止・被害者への支援

自賠責保険事業から生じた運用益を以下のような自動車事故防止対策・自動車事故被害者支援等に活

用しています。

・自動車事故防止対策：高齢ドライバー教育拡充事業支援、事故多発交差点研究助成等

・自動車事故被害者支援：交通事故無料法律相談の事業支援等

・救急医療体制の整備：高規格救急自動車の寄贈、ドクターヘリ体制整備補助等

・自動車事故の医療に関する研究支援

・適正な保険金支払のための医療研修　等

イ．飲酒運転防止の取組み

飲酒運転を許さない社会の構築と飲酒運転事故撲滅を目指して、冊子「飲酒運転防止マニュアル」の

作成や講習会への講師派遣、イベント等における啓発展示等の活動を行なっています。

ウ．啓発活動

①ウェブサイト「全国交通事故多発交差点マップ」の啓発

事故の多い交差点（その付近も含む）での事故防止を目的に、４７都道府県単位で事故の多い交差

点５箇所の特徴や注意点等をまとめた「全国交通事故多発交差点マップ」を社団法人日本損害保険協

会のウェブサイトで公開しています。

②自転車事故の防止

自転車事故の実態やルールとマナーを解説し、また、事故に備える保険や自転車事故による高額

賠償事例を紹介した冊子「知っていますか？ 自転車の事故」や「小学生のための自転車安全教室

～たのしくまなぶルールやマナー～」を作成して、自転車事故防止の啓発を行なっています。

（４）犯罪防止対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア．盗難防止の日（１０月７日）の取組み

自動車盗難、車上ねらい、住宅侵入盗難に対する防止啓発として平成１５年から１０月７日を「盗難防

止の日」と定め、例年、全国４７都道府県の約６０ヵ所の街頭で損保社員、警察などと共に盗難防止チラ

シとノベルティを配布し、盗難防止を訴えています。

イ．自動車盗難の防止

平成１３年の発足当初から官民合同プロジェクトチームに民間事務局として参画し盗難対策に取り組

み、また、イモビライザ（自動車盗難防止装置）の標準装備や防犯性能の高いカーナビの普及などを実

現するため、関係省庁・団体に要望提言を行なっています。

ウ．啓発活動

犯罪や事故について大人と子どもが一緒に考えることで防犯意識を高めることを目的に「子供を犯

罪・事故から守る手引き」を作成しています。また、身近に起こる犯罪対策と防犯活動を取りまとめた

「くらしの防犯カルテ」や防犯啓発ビデオも作成しています。
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3. トピックス等

（１）東日本大震災に関する対応について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

このたびの地震により被災されたお客さまに対し、保険料のお払込みを猶予する取扱いや保険金支払

いにかかるお手続き書類を緩和する取扱いの実施、保険金のお支払い漏れがないよう保険金請求に関す

るご案内の実施等、適切かつ迅速な対応に努めております。

（２）輸出取引信用保険の取扱いを開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当社の日本国内における取引信用保険販売の経験・実績を活かし、「輸出取引信用保険」を開発し、

平成２３年４月より販売を開始しました。ご契約者（輸出者）の輸出取引において、海外のお取引先（輸

入者）の倒産等により販売代金等が回収できずご契約者が損害を被った場合に、保険金をお支払いする

商品です。

当社は、保険業法第９８条の規定に基づき、明治安田生命保険相互会社へ損害保険業に係る業務の代理・

事務の代行を委託しております。

＜業務の代理・事務の代行に関する主なもの＞

○業務の代理
・保険契約の締結の代理（媒介を含む）

○事務の代行
・保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等

・保険料の収納事務及び保険金等の支払事務

・保険事故その他の保険契約に係る事項の調査

・保険募集を行う者の教育及び管理

4. 業務の代理・事務の代行

保険法改正について

平成２２年４月１日から新しい保険法がスタートしました。
これまでの商法の保険に関する規定が見直され、現代社会に合った内容になるとともに、保険契約者等の保護が図られ

ました。
この保険法の改正内容を踏まえ、当社は、火災保険・地震保険については平成２２年１月始期契約より、傷害保険・新種

保険等については平成２２年４月始期契約より、取扱商品の内容について改定を実施しております。
またあわせて、商品の簡素化・平易化・明確化の観点から取扱商品の見直しを行ない、特約の統廃合などにより商品や

特約を整理し、特に火災保険の料率については複雑であった構造区分や割増引を簡素化いたしました。さらに、約款等に
ついては、難解な用語の使用を避けるなど、記載の分かりやすさに努めております。
引き続き、保険契約者等の保護を図る保険法の趣旨を踏まえ、お客さまのご期待にお応えできるよう努めてまいります。
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当社は、旧安田ライフ損害保険株式会社および旧明治損害保険株式会社にご加入いただいておりましたご

契約に関しまして、満期を迎えるまで責任をもってお引き受けいたします。また、事故に遭われたお客さま

への損害サービスに関しましては、完了まで継続して、当社にて万全な対応を行なうよう努めております。

5. 旧会社におけるご契約について

当社は現在、子会社等を有しておりません。

6. 保険会社及びその子会社等の概況
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Ⅱ 主 要 な 業 務 の 内 容

2. 損害保険契約の性格

損害保険契約とは、保険会社が一定の偶然の事故（保険事故）によって生じる損害を補償することを約束

し、保険契約者はそれに応じたものとして保険料を支払うことを約束する契約です。

したがって、損害保険契約は有償・双務契約であり、当事者の口頭の合意のみで有効に成立する諾成契

約です。しかし、保険会社は多数の契約を迅速・的確に引き受けるため、通常、保険契約の申込みには一定

様式の保険契約申込書を使用し、契約締結の証として、保険証券を作成し交付します。保険証券には保険の

対象、補償される事故、保険金額、保険期間などが記載されております。

なお、保険契約は、保険会社から権限を委託された損害保険代理店を通じて締結されるのが一般的です。

3. 再保険について

保険会社が引き受けた保険契約にはさまざまな危険が混在しています。石油コンビナートや大型旅客機

などのような巨額の物件に損害が生じたり、個々には小さな物件であっても超大型台風や大地震のような

自然災害が発生すれば、その保険金の支払いは巨額に達し、一保険会社で全額を負担することは不可能です。

そのため当社では危険の平均化・分散化のために、国内および海外の他の保険会社に一定部分を再保険

に出したり（出再）、逆に再保険を引き受けたり（受再）しています。これにより、毎年の損害率の安定

（事業成績の安定）と引受能力の補完を図るとともに、数年・数十年に一度という異常自然災害に対しても

負担を軽減し、経営の安定に万全を期しております。

なお、出再先の選定にあたっては、出再先の財務健全性を最重視しており、受再契約についても元受契約

と同じ引受基準を適用しています。

1 保険のしくみ1

1. 損害保険制度

損害保険は、いつ起きるかも知れないさまざまな災害や危険（一定の偶然の事故）に備えて、同じ種類の

危険にさらされている多数の人々が、大数の法則という統計的基礎によって算出された少額の保険料をそれ

ぞれ出し合って、万一事故に遭われた場合に保険金を受け取る相互扶助制度です。

この制度により、わずかな負担で大きな補償を得ることができます。

このように損害保険は、その幅広い普及により個人や企業などをさまざまな災害や危険から守り、個人生

活の安定や企業経営の安定に大きく寄与する社会的役割を担っています。
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取扱商品

（１）リスクソリューション®型商品

ア．取引信用保険
企業間の継続的な取引に基づく売掛債権を対象として、取引先の倒産などによって生じる貸倒れ損失について
保険金をお支払いします。包括的に取引先すべてを対象とすることも、特定事業部の取引先に絞ることも可能
です。

イ．会社役員賠償責任保険（D＆O保険）
会社役員が、その業務遂行のために行なった行為に起因して、保険期間中に株主代表訴訟や第三者訴訟など損
害賠償請求された場合に、「法律上の損害賠償金」および「争訟費用」の損害について保険金をお支払いします。

（２）福利厚生制度関連商品

ア．労働災害総合保険
従業員・所属員が業務上災害により被った身体の障害について、事業主が法定外補償規定や法律上の損害賠償
責任に基づいて従業員・所属員またはその遺族に対して補償金・賠償金等を支払う場合に、その費用・損害に
ついて被保険者（事業主）に保険金をお支払いする保険です。大きく分けて二つの補償があります。
①法定外補償保険

業務上災害によって従業員・所属員が死亡した場合や後遺障害を被った場合、あるいは休業した場合に、
政府労災保険の上乗せ補償として事業主が支払う補償金について保険金をお支払いします。なお、特約を
セットすることにより通勤中の災害についても対象にできます。

②使用者賠償責任保険
業務上災害によって従業員・所属員が死亡した場合や後遺障害を被った場合、あるいは休業した場合に、
政府労災保険や災害補償規定等からの給付を超えて事業主が使用者として負担する損害賠償金等について
保険金をお支払いします。

イ．団体傷害保険
①全員加入型団体傷害保険

企業・団体が契約者として保険料を負担し、偶然な事故により役員や従業員・所属員がケガをした際に、
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いする団体保険です。従業
員・所属員の福利厚生の充実を図るため、保険金受取人を企業・団体とし、災害補償規定に基づいた災害
死亡補償金、災害入院見舞金などの財源にご利用いただくほか、遺族や本人に直接保険金をお支払いする
こともできます。

②任意加入型団体傷害保険
企業・団体の従業員・所属員とそのご家族が偶然な事故によりケガをした際に、死亡保険金、後遺障害保
険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いする自助努力制度運営のための団体保険です。加
入者が保険料を負担する制度のため、企業・団体にとっては経費をかけずに福利厚生制度を充実でき、ま
た、加入者にとっても職場などで加入できるほか、団体割引制度適用により割安な保険料で加入できるメ
リットがあります（加入者数２０名以上の場合）。

ウ．団体長期障害所得補償保険
①全員加入型団体長期障害所得補償保険

企業・団体が契約者として保険料を負担し、従業員や所属員が病気やケガにより就業できなくなったとき、
有給制度や健康保険だけでは補えない所得の喪失を長期間にわたり補償する団体保険です。就業できない
状態が続く限り退職年齢等まで補償することが可能であり、福利厚生制度をより充実できます。

12

1. 販売商品の一覧

当社では、企業・団体のお客さま向けに独自のリスクソリューション®提案による事業の安定と、先進の

制度提案による団体福祉の充実に貢献するため、以下の商品をご提供しております。
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②任意加入型団体長期障害所得補償保険
企業・団体の従業員・所属員が病気やケガにより就業できなくなったとき、所得の喪失を長期間にわたり
補償する自助努力制度運営のためにご利用いただく団体保険です。補償対象を特定疾病にかかった場合に
限定することもできます。加入者が保険料を負担する制度のため、企業・団体にとっては経費をかけずに
福利厚生制度を充実でき、また、加入者にとっても職場などで加入できるほか、団体割引制度適用により
割安な保険料で加入できるメリットがあります（加入者数２０名以上の場合）。

エ．団体医療保険（任意加入型）
企業・団体の従業員・所属員とそのご家族が病気やケガにより入院や手術をした際に、入院保険金や手術保険
金などをお支払いする団体保険です。加入者が保険料を負担する制度のため、企業・団体にとっては経費をか
けずに福利厚生制度を充実でき、また、加入者にとっても職場などで加入できるほか、団体割引制度適用によ
り割安な保険料で加入できるメリットがあります（加入者数２０名以上の場合）。

（３）その他の主な取扱商品

ア．企業財物の保険
①普通火災保険（一般）
建物や動産に生じた火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹

ひょう

災・雪災による損害に加え、臨時に要する費用、
残存物の取片づけ費用（清掃費用等のあと片づけ費用）および損害防止費用などについて保険金をお支払
いします。

②店舗総合保険
店舗、事務所、併用住宅などの建物とその建物内の動産などについて、火災、落雷、破裂・爆発、風災・
雹
ひょう

災・雪災による損害のほか、物体の落下・衝突、水濡れ、騒擾
じょう

・労働争議、盗難、水災などによる損害
について保険金をお支払いします。

③建設工事保険
ビル、工場建物、住宅などの建物の建築工事や増改築工事に関する保険です。工事の着工から引渡しまで
の間に、工事現場で生じる偶発的な事故によって、工事の対象、工事用材料などに損害が生じた場合に保
険金をお支払いします。

④機械保険
機械設備を対象とした保険です。従業員の誤操作・電気的事故・物体の落下など偶然な事故により機械設
備が損害を受けたとき、その修理費や再調達費用について保険金をお支払いします。

イ．事業継続の保険
利益保険
店舗や工場などが火災、落雷、破裂・爆発により損害を被った場合、業務が休止または阻害されたために
生じた費用および利益の損失について保険金をお支払いします。

ウ．賠償責任の保険
①施設所有（管理）者賠償責任保険
工場、事務所、店舗などの各種施設の構造上の欠陥や管理の不備による偶然な事故、またはその施設を拠
点としてその内外で行なう業務の遂行中に生じる偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負担するこ
とによって生じた損害について保険金をお支払いします。

②生産物賠償責任保険
被保険者（保険の補償を受けられる方）が生産または販売した物（生産物）が他人に引き渡された後、あ
るいは被保険者が行なった仕事が終了した後、その生産物もしくは仕事の結果によって生じる偶然な事故
により、法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害について保険金をお支払いします。

③請負業者賠償責任保険
ビル建設、道路建設、土木工事などの請負業者が行なう仕事の遂行中に生じる偶然な事故、または請負作
業を行なうため被保険者が所有、使用、管理している施設の欠陥や管理の不備による偶然な事故により、
法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害について保険金をお支払いします。
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エ．地震保険
居住用建物および家財について、地震、噴火、津波によって生じた火災、損壊、埋没、流失によって保険の対
象が損害を被った場合に保険金をお支払いします。ご希望されない場合を除き各種火災保険とセットで契約し、
基本契約の３０％～５０％に相当する額の範囲内で地震保険金額（他の地震保険契約を含め建物５,０００万円、
家財１,０００万円が限度となります。）を設定します。

オ．自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償保障法に基づき、原則としてすべての自動車が加入を義務づけられている強制保険です。自動
車の保有者・運転者が自動車の運行によって他人の身体・生命を害した場合に、法律上の損害賠償責任を負担
することによって生じた損害について保険金をお支払いします。

（注）以上は商品の概要をご説明したものです。各保険商品の詳しい内容につきましては、約款等をご覧ください。

2. 主な商品の開発・改定状況

当社において、平成１７年４月以降実施した主な商品（特約を含む）の開発・改定状況は以下のとおり

です。

年月 主な商品の開発・改定状況

平成１７年

平成１８年

平成１９年

平成２０年

平成２２年

平成２３年

４月

７月

１１月

４月

８月

１０月

４月

１０月

４月

１月

４月

１０月

４月

自動車損害賠償責任保険の料率改定

地震保険長期係数の改定

労働災害総合保険「業務外補償費用担保特約」等の発売

医療保険「疾病入院支援特約」「疾病入院初期費用特約」等の発売

自動車損害賠償責任保険の料率改定

傷害保険「地方公務員賠償責任担保特約」の発売

火災保険の商品・料率改定

自動車損害賠償責任保険の料率改定

火災保険長期係数の改定

傷害保険の商品・料率改定

地震保険の料率改定

自動車損害賠償責任保険の料率改定

火災保険・地震保険の商品・料率改定

傷害保険・新種保険等の商品改定

傷害保険の料率改定

自動車損害賠償責任保険の料率改定

輸出取引信用保険の発売



Ⅱ
主
要
な
業
務
の
内
容

23

11 お客さまサービス3

1. お客さまとのコミュニケーションとサービス向上

当社では、「お客さま視点に立った業務運営」を経営上の重要な位置付けとしております。そして、さま

ざまなお客さまの声の把握を行なうことで各種サービス等の改善に向けた取組みを行なっております。

（１）お客さまの声にお応えする態勢について
当社では、ご契約者および一般消費者からの損害保険全般に関するご質問・ご相談にお応えできるよう

「お客さま相談室」を設置しております。

お受けしたお客さまからの苦情等につきましては、お客さま相談室で一元管理し、重要なものについては、

経営会議等に報告するとともに、業務改善課題として商品・サービスの改善に活かすよう努めております。

お客さまの声にお応えする態勢の概要�

お客さまの声�

お
　
　
客
　
　
さ
　
　
ま�

お
　
　
客
　
　
さ
　
　
ま�

代
理
店�

営
業
部
門�

保
険
金
支
払
部
門
　
他�

お
客
さ
ま
相
談
室�

対
　
応
　
部
　
署�

（
営
業
・
引
受
・
商
品
開
発
・�

保
険
金
支
払
各
部
門
　
他
）�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

代
理
店�

取締役会�

課題分析と再発防止策の企画・立案� フィードバック�

経営会議�

「お客さまの声」を活かす委員会�

監督官庁�
損保協会　等� 内部監査部門�

原因分析、改善策の立案等�

指示�

重要案件�

定例報告�

苦情の開示、お客さまの声によるサービス改善例の開示�

指示・連絡�

結果報告�

連携�

対応状況の�
定期公開�

説明・対応�

説明・対応�

牽制�

取締役社長�

連携�

〈お電話による相談窓口〉

お客さま相談室

70120－255－400（平日９：００～１７：００）
※夜間・休日につきましては、受付専用となります。

※携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます。



中立・公正な立場で問題を解決する損害保険業界関連の紛争解決機関

＜手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関＞

当社は、保険業法に基づく金融庁長官の

指定を受けた指定紛争解決機関である（社）

日本損害保険協会と手続実施基本契約を締

結しています。

同協会では、損害保険会社の営業活動に

関する苦情や紛争対応を行なう専任組織と

して、「そんぽADRセンター」（損害保険紛

争解決サポートセンター）を設け、受け付

けた苦情について、損害保険会社に解決を

依頼するなど適正な解決に努めるととも

に、当事者間で問題の解決がつかない場合

には、専門の知識や経験を有する弁護士な

どが中立・公正な立場から紛争解決手続を

実施しています。

当社との間で問題を解決できない場合に

は、「そんぽADRセンター」に解決の申し

立てを行なうことができます。

（社）日本損害保険協会　そんぽADRセ

ンターの連絡先は以下のとおりです。

電話番号 ０５７０－０２２－８０８

（ナビダイヤル・有料）

PHSや IP電話からは ０３－４３３２－５２４１

（受付時間：平日の午前９時１５分～午後５時）

詳しくは、（社）日本損害保険協会のホー

ムページをご覧ください。

(http://www.sonpo.or.jp/)

＜「そんぽADRセンター」以外の損害保険業界関連の紛争解決機関」＞

○（財）自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払をめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害者の

保護を図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、（財）自賠責保険・共済紛争処理機構があり

ます。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者等で構成する紛争処理委員

が、自賠責保険（自賠責共済）の支払内容について審査し、公正な調停を行ないます。同機構が取扱うのは、あく

まで自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払をめぐる紛争に限られますので、ご注意ください。

詳しくは、同機構のホームページ（http://www.jibai-adr.or.jp）をご参照ください。

○（財）交通事故紛争処理センター

自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび

審査を行なう機関として、（財）交通事故紛争処理センターがあります。全国１０か所において、専門の弁護士が公

正・中立な立場で相談・和解のあっせんを行なうほか、あっせん案に同意できない場合は、法律学者、裁判官経験

者および弁護士で構成される審査会に審査を申し立てることもできます。

詳しくは、同センターのホームページ（http://www.jcstad.or.jp）をご参照ください。
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苦情解決手続および紛争解決手続の主な流れ�

苦情のお申出�

紛争解決手続�
申立書の提出�

反論書の提出�

意見聴取に出席�

答弁書等の提出�

意見聴取に出席�

対応報告�

手続応諾義務�

手続応諾義務�

電話等により申し出ます。�

必要な関係書類も併せて�
提出します。�

提示された和解案を�
受諾する場合に提出�
します。�

《お客様》� 《保険会社》�

※標準的な手続の進行例です。�

　お客様と保険会社との話し合いで
解決しない場合は紛争解決手続を
ご案内（書面を郵送）します。�
　自賠責保険の保険金等のお支払
に関する紛争など紛争解決手続を
ご利用になれない場合があります。
詳しくは、そんぽADRセンターまで
お問い合わせください。�

　申立書の記載内容に不明な点
がある場合には補正等をお願い
することがあります。�
　申立書を受け付けたときは苦情
解決手続は終了します。�

和解案受諾書�
の提出� 和解案の尊重�

和解成立（解決）�

解決を依頼�

内容を確認�

申立書の受付�

紛争解決手続のご案内�

紛争解決委員の選任�

資料の提出依頼�
（必要に応じて）�

意見聴取の実施�

和解案（特別調停案）の作成・提示�

お客様と保険会社とで話し合い�

解決�
（手続終了）�

不調ほか（終了）�

中立・公正な第三者である弁護士、消費生活�
相談員、学識経験者等が手続を実施します�

そんぽADRセンター�

紛争解決手続の開始�

苦情解決手続の開始�
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（２）お客さまからお申し出のあった苦情等受付状況
平成２２年度中に、お客さま相談室がお客さまからお受けしたご相談やお問い合わせなどお申し出の総数

は１,９７５件（うち苦情は１４７件）でした。

（３）お客さまの声の具現化に向けた取組み
当社に寄せられた苦情等の「お客さまの声」については、原因分析を行なうとともに担当部門にフィード

バックし、「お客さまの声」に基づいたサービスの改善に反映させる取組みを推進しております。

平成２２年度中に、苦情等「お客さまの声」から取り組んだサービスの改善例は次のとおりです。

●お申し出・苦情内容の分類

①お申し出内容の分類� ②苦情内容の分類�

契約の内容・�
お手続きに関して�

その他�

契約の管理・�
保全に関して�

契約の内容・�
お手続きに関して�

その他�

契約の管理・�
保全に関して�

保険金のお支払い�
全般に関して�

保険金のお支払い�
全般に関して�

お申し出�
１,９７５件�

苦 情�
１４７件�

２.０％�

４６.９％�

２５.９％�

２５.２％�

２２.８％�

２６.７％�

３２.１％�

１８.３％�

お客さまのお申し出事例 改善取組み

団体契約に加入の場合、約款記載の主な
内容については受け取ったパンフレット
等に表示されているが、随時約款の記載
内容を直接確認できないのか。

お客さまが約款記載内容を随時ご確認いただけるように、当
社のホームページに約款を新規に掲載いたしました。

一時払退職後終身保険（明治安田生命の
商品）の死亡保険金が支払われたが、同
時に加入した普通傷害保険の手続き案内
もあわせてできないのか。

一時払退職後終身保険と同時に販売をした普通傷害保険の手
続きをあわせてご案内できるよう、代理店を通じお客さま対
応を行なう事務フローを構築いたしました。

一時払いの普通傷害保険に加入したが、
満期保険金がないことをパンフレット等
に記載すべきではないか。

一時払いの普通傷害保険のパンフレットに「この保険には、
満期返れい金・契約者配当金はありません」との文言を追加
いたしました。
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当社が提唱する「リスクソリューション®」※１とは、企業が「自社を取り巻くリスクに対して、そのリス

クを排除あるいは回避するためにさまざまな方法を講じて、合理的かつ経済的な方法で管理または制御」す

る手法をいいます。

企業が「リスク・マネジメント」を進めるためには、自社がかかえるさまざまなリスクに対して、

①そのリスクが発生しないようにどのような措置を講じることが必要か

②また実際に損害が発生した場合どのように対応することが必要か

等、さまざまな課題を解決する必要があります。

このようなさまざまな課題に対して、保険商品・サービスによる「解決策（ソリューション）」をご提案

していくことが明治安田生命グループの「リスクソリューション®」サービスです。

当社では、日本において、いち早くこの「リスクソリューション®」というサービスコンセプトを打ち出

し、平成１１年１０月に専門部署を設立しております。そして、当社独自のリスクソリューション®型商品と

して「取引信用保険」、「会社役員賠償責任保険（D&O保険）」等を開発・販売しています。※２

※１ 明治安田損害保険では、「リスクソリューション®」の商標登録（商標番号：４６２９６３３号）を行なっております。
※２ 商品内容についてはP.２０を参照ください。

2. リスクソリューション®サービス



Ⅱ
主
要
な
業
務
の
内
容

27

2. ご契約時にご留意いただく事項

保険契約は、保険加入希望者の申込みと保険会社の承諾により成立する保険会社と保険契約者との約束ご

とですから、保険のご契約に際しては、普通保険約款・特約の内容について十分説明を受け、また、保険契

約申込書の記載内容についても十分確認したうえでご契約いただくことが大切です。

3. 約款に関する情報提供方法

保険のご契約にあたってご留意いただく必要のある事項については、「重要事項説明書」、「ご契約のしお

り」、「ご案内」、「普通保険約款」、「特約」などに記載しております。

「重要事項説明書」には、お客さまが保険商品の内容をご理解いただくために必要な情報『契約概要』※１、

および保険会社がお客さまに対して注意喚起すべき情報『注意喚起情報』※２について記載し、お客さまへご

説明しております。

また、「ご契約のしおり」は主として個人のお客さまを販売対象とする保険種目についてご用意しており

ます。

※１『契約概要』；商品の仕組み、主な支払事由・免責事由、特約、保険期間、保険金額、保険料、保険料の払込方法、満期返れい金・
契約者配当金、解約返れい金など

※２『注意喚起情報』；告知義務・通知義務等、責任開始期、主な免責事由、分割保険料の払込時期等、解約と解約返れい金など

1 約款4

1. 約款の位置づけ

保険は目に見えない無形の商品ですから、契約の内容についてしっかりと決めておく必要があります。こ

の取決めが約款です。

したがって約款は、保険契約の主な内容を定める重要な役割を果たし、保険会社、保険契約者、被保険者

などの権利・義務の内容を定めており、お互いにこれを守る必要があります。

約款には、保険種類ごとに基本的な保険契約の内容を定めた「普通保険約款」と、個々の契約において

「普通保険約款」の内容を一部変更したり、補足する「特約」とがあります。

また、保険契約の内容は保険契約申込書などにも具体的に記載されていますが、保険契約申込書に記載さ

れた内容は、契約内容として保険会社、保険契約者の双方を拘束します。
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2. 保険料率

当社が適用している保険料率には、次の３つのものがあります。

（１）「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された損害保険料率算出機構が算出し、金融

庁長官に届け出た保険料率（基準料率といいます。地震保険、自動車損害賠償責任保険）。

（２）損害保険料率算出機構が金融庁長官に届け出た純保険料率（参考純率といい、将来の保険金の支払い

に充てられる部分の保険料率です。）を基礎とし、当社で算出した付加保険料率（保険事業を運営する

ために必要な社費、代理店手数料などの経費および利潤に充てられる部分の保険料率です。）を合わせ

た保険料率（火災保険および傷害保険の大部分）。

（３）当社で算出し、金融庁長官の認可を受け、または金融庁長官に届け出た保険料率（賠償責任保険等）。

1 保険料5

1. 保険料の収受・返れい

お払込みいただく保険料は原則として、保険をご契約いただくと同時に保険会社が領収することになって

おり、保険料を領収する前に生じた損害については、保険期間が始まった後でも保険会社は保険金をお支払

いできない旨の規定が約款において設けられています。

また、保険料分割払いのご契約についても、定められた時期までに保険料のお払込みがない場合、保険会社

は保険金をお支払いできない旨の規定が設けられている場合もありますので、ご注意いただく必要があります。

保険契約が失効した場合や保険契約が解除された場合には、約款の規定に従い保険料をご契約者にお返し

いたします。ただし、保険契約が失効した場合に保険料をお返しできないときもありますので、約款をご確

認ください。

積立保険では、満期を迎えられたご契約者に対して、契約時に定めた満期返れい金をお支払いするととも

に、保険期間中の運用利回りが予定利回りを上回った場合には、契約者配当金を計算してお支払いすること

としております。
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1. 保険の募集とご契約の手続き

損害保険の募集は、通常、（１）損害保険会社の役員・使用人、（２）損害保険代理店（以下、「代理店」といいます）

またはその役員・使用人によって行なわれます（現在わが国の損害保険の募集は、その多くが代理店によるものです）。

代理店は、保険会社との間で代理店委託契約を結び保険契約の締結の代理または媒介を行ない、保険料を領収するこ

とを基本的業務としています。

ご契約にあたっては、当社または当社の代理店にお申込みいただきます。保険商品の内容についての十分な説明を受

け、内容をご確認いただいた後、保険契約申込書へ必要事項を記入し保険料をお払込みいただきます。当社では、お引

受けした内容が事実と異なるとき、または定められた時期までに保険料のお払込みがなされないときには、保険金をお

支払いできないことがございます。

●契約内容の確認に関する取組みの概要

当社では、平成１９年４月より、ご契約をお申込みいただく保険商品がお客さまのニーズに合った内容であることを

ご契約締結前にお客さまご自身にご確認いただく手続きを実施しております。

具体的には、お客さまに保険商品を適切に選択・加入いただけるよう、書面（以下、「意向確認書面」といいます）に

よる確認手続きを実施しております。

お客さまにはこの「確認手続き」に際し、お時間をいただくことになりますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

当社が主として取り扱う、事業活動に伴い事業者が被る損害を補償する保険商品は、「保険会社向けの総合的な監督指

針」では、意向確認書面の適用対象となっておりませんが、幅広く意向確認を実施するため、企業・団体のお客さまに

ご協力をいただいております。

●クーリング・オフ制度について

保険期間が１年を超える個人契約の場合、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または

解除（クーリング・オフ）を行なうことができます。この場合、すでにお払込みいただいた保険料はご契約者にお返し

いたします。

・ご契約を申込まれた日または重要事項説明書を受領された日のいずれか遅い日から起算して８日以内であれば、所定

の要件を満たしていることを前提に、クーリング・オフを行なうことができます。

・クーリング・オフをされる場合には、上記期間内（８日以内の消印有効）に当社あてに必ず郵送にてご通知ください。

1 保険募集6

火災保険等の確認調査にご協力ください

平成１８年１２月より火災保険等のご契約に不適切な点がないかについての確認調査を実施してまいりました。
確認調査の結果、保険料に誤りがあったご契約につきましては、内容を訂正し、差額の保険料を返還させていただいて

おります。保険料の誤りが判明したお客さまには、多大なるご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びいたします。
また、調査期間内に満期を迎えない保険期間が長期のご契約等において、お客さまあてのダイレクトメール等により確

認調査にご協力をお願いしておりますが、当社にご連絡されていないお客さまにつきましては、引き続き確認調査を実施
させていただいておりますので、以下のお問い合わせ窓口までご連絡くださいますようお願い申しあげます。（すでに保険
期間が終了しているご契約につきましても調査いたしますので、ご連絡ください。）
なお、現在ご契約されている火災保険等のご契約内容についてご不明な点がございましたら、同様に、以下のお問い合

わせ窓口までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

〈お電話によるお問い合わせ窓口〉
お客さま相談室
フリーダイヤル：０１２０-２５５-４００（平日９：００～１７：００）

※夜間・休日につきましては、受付専用となります。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
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2. 代理店の役割と業務内容

3. 損害保険代理店制度及び募集態勢

代理店は、お客さまのニーズを的確に把握し、適切な商品をご提供するなど、お客さまと保険会社を結ぶ

重要な役割を担っています。

代理店は、当社との代理店委託契約に基づき委託された保険種類について、当社を代理して主に次の業務

を行ないます。

・保険契約の締結

・保険契約の変更・解約等のお申し出の受付

・保険料の領収または返還

・保険料領収証の発行および交付ならびに保険証券の交付

・保険の目的の調査

・保険契約の維持・管理に関連する事項

・保険契約の締結の媒介

・保険契約の満期更改業務　　等

保険会社は「保険業法」をはじめその他の法令や、金融庁・管轄財務局の監督に基づき、代理店に適正な

保険契約の募集および業務遂行を指導することが求められております。

損害保険代理店制度は、お客さまサービスの充実ならびに代理店の資質の向上等を目的とする制度で、各

損害保険会社が独自の制度を運営しています。

当社においては、法人専門損害保険会社として、お客さまに最適な商品と最優のサービスを提供するため

に、代理店の高度な業務能力と保険募集における適正な業務遂行を確保するため、以下の代理店教育・管

理・指導を行なっていく方針としております。

＜代理店登録＞
損害保険の募集を行なうことができる者の範囲は、保険業法により「保険会社の役員および使用人」と「損害保険代理店

もしくはその役員、使用人」とされています。損害保険代理店は、保険会社と代理店委託契約を結んだ後、内閣総理大臣の

登録を受けなければなりません。また、代理店の役員もしくは使用人として保険の募集に従事する者は、内閣総理大臣に届

け出る必要があります。

＜代理店教育＞
当社の代理店教育は、お客さまのさまざまなニーズにお応えし、充実したサービスを提供できる代理店の育成を主眼とし

ています。損害保険代理店資格試験制度を通じた代理店の知識レベルの確保と向上、各種の情報提供や代理店商品教育・研

修の施策を通じた募集コンプライアンス、商品・引受知識、事務・事故対応サポートなど、業務対応力の一層の向上を目指

して教育を行なっております。

＜代理店管理＞
当社の代理店管理は、お客さまの利益を損なうことがないよう、適正な代理店業務が行なわれることを目的としています。

契約内容・契約取扱状況確認等を通じた適切な代理店管理を行なうとともに、担当者による代理店監査・点検フォローの実

施を通じた代理店業務のモニタリングに努めております。

＜代理店指導＞
当社の代理店指導は、常にお客さまの立場に立ち、適切な保険販売が行なわれることを目的として実施しております。商

品引受、コンプライアンス、事務に関する指導などを通じた代理店の適切な日常業務の定着化を行ない、さらに保険募集・

内部事務等においても代理店に対する個別指導を行なうことにより充実を図っております。

＜代理店数＞
平成２３年３月３１日現在、当社の委託代理店は６１８店です。
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4. 勧誘方針

当社では、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、以下のとおり「販売・サービス方針」を策定して

おります。

販売・サービス方針

〈基本方針〉
私たちは、明治安田生命グループの一員として、「お客さまを大切にする会社に徹し、クオリティの高い総合保障サー

ビスを提供し、確かな安心と豊かさをお届けする」という経営理念のもと、常にお客さまに最適な商品と質の高いサー
ビスをご提供することに努めてまいります。
また、高い倫理観に基づいた法令等の遵守（コンプライアンス）を行動の規範とし、保険募集をはじめとする業務の

適正を確保することにより、お客さまの信頼にお応えするよう努めてまいります。

1. 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法その他の各種法令等を遵守し、適正な保険販売を心がけて
まいります。また、商品をおすすめする際には、お客さまに商品内容についての重要事項を十分にご理解いただける
よう「重要事項説明書」等を用いてご説明いたします。

2. きめ細かなコンサルティングサービスにより、お客さまの保険商品に関する知識、加入目的、財産状況等を総合的に
勘案し、お客さまの意向と実情に沿った適切な商品をご提案するよう努めてまいります。

3. 商品をおすすめする際には、お客さまの立場にたって、販売の方法、場所、時間帯等に配慮するよう努めてまいりま
す。

4. お客さまのプライバシーに十分配慮し、販売にあたって知り得たお客さまの情報やご契約内容等の情報については、
厳格かつ適正な取り扱いを行なってまいります。

5. 万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の支払いについて「迅速・親切・適正」に処理するよう努め
てまいります。

6. 適正な販売を確保するとともにお客さまサービスの向上を図るため、社内体制の整備と販売にあたる者の教育・研修
に努めてまいります。

7. お客さまの様々なご意見・ご要望等の収集に努め、それを商品開発や保険販売に活かしてまいります。
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1 保険金のお支払い7

1. 保険金お支払いのしくみ

当社では、お客さまが事故に遭われた場合、保険金請求に係わるアドバイスを適切に実施すること等によ

り「迅速・親切・適正」な保険金のお支払いを行なうよう努めております。

事故の発生から保険金のお支払いまでの流れ�

保険金支払額�
の算出・決定�

・事故の受付�
・ご契約内容の確認�
・お支払いできる保険金等のご説明�
・保険金請求書類の発送�

保険金の�
お支払い�

保険金の�
お受取り�
お支払通知に�
内訳明記　　�

保険金請求書類�
ご記入・ご提出（ご郵送）�

事故のご連絡�

お
客
さ
ま

�

明
治
安
田
損
保�

事故の原因、�
損害状況等�
の調査�

代理店�

（� ）�

①�

②� ④� ⑤�

③�

①事故のご連絡

事故が発生した場合は、事故の日時・場所・事故の概要などを当社または代理店へご連絡いただきます。

②事故の受付と保険金請求のご案内

お客さまからの事故のご連絡を受付け、ご契約の内容・条件などを確認したうえ、お客さまにお支払い

できる可能性のある保険金、お手続きの流れ等をご案内いたします。

③保険金請求書類のご提出

保険金のご請求に必要な書類をお取り揃えのうえ、当社へご提出いただきます。

なお、ご提出いただけていないお客さまに対しましては、当社より定期的にご案内しております。

④事故の原因、損害状況等の調査

ご連絡いただいた事故内容やご提出いただいた保険金請求書類に基づき、損害状況の確認を行ないます。

事故の内容によっては、お客さまの同意を得たうえで、専門の鑑定人や調査機関により事故原因・損害状

況・治療の経過などについての確認を行なう場合があります。

⑤支払保険金の算出とお支払い

上記の調査結果に基づき、保険金額を算出しお支払いいたします。

また、お支払内容につきましては、お支払通知にてご案内しております。
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2. 保険金の適切なお支払いへの取組み

当社では、付随的な保険金の支払漏れ等により、お客さまにご迷惑をおかけしましたことを深く反省し、

再発防止のため「支払審査室」、「保険金支払審査会」、「保険金支払に関する不服申立制度」を設置するなど、

保険金支払管理態勢を整備し、保険金支払いの適切性の確保に努めております。

◆支払審査室

保険金支払部門から独立した組織として、保険金支払部門の査定判断の適切性をはじめ、お客さまの

声・目線を踏まえた保険金支払業務の事後検証を行なう組織として、「支払審査室」をリスク管理・コン

プライアンス部内に設置しております。

◆保険金支払審査会

再査定のお申し出をいただいた場合などの査定結果をお客さまにご回答する前に、その判断の適切性を

検証する「保険金支払審査会」を設置しております。

同審査会は、社内における保険金支払部門以外の責任者が、引受などの保険金支払部門以外の視点で情

報確認（医師・弁護士等の第三者見解を含む）や、査定判断の適切性を検証しております。

◆保険金支払に関する不服申立制度

保険金のお支払いに関する不服のお申し出（再査定結果に係る当社のご説明ではご納得いただけない場

合）について、お客さまが直接、社外弁護士に申し立てることができる「保険金支払に関する不服申立制

度」を設置しております。

不服のお申し出があった場合は、社外弁護士がお客さまの相談を受け、査定結果ならびにお申し出内容

の相違点を法令・約款に照らして法的観点から整理し、論点をご説明するとともに、社外弁護士から必要

に応じ、当社に対して再査定を要請いたします。

お

客

さ

ま�

保険金支払管理態勢の概要�

商品開発委員会（商品開発面への反映）� 「お客さまの声」を活かす委員会�

支
払
審
査
室�

保
険
金
支
払
審
査
会�

不
服
申
立
制
度�

お客さま相談室�

業務監査部�

取締役会�

経営会議�

取締役社長�

付議・報告�決議�
諮問／報告�

報告�

報告�報告�報告�報告�

牽制�

牽
制� 指示�

お申し出�

支払業務全般に係る点検�

対応／回答�

お申し出�

対応／回答�

諮問�

回答�

査定実務グループ�

損害サービス部�
（保険金支払部門）�

業務グループ�再査定のお申し出�

再査定結果に係る不服申立て�

回答�

実際のご相談はお客さまと弁護士で直接やり取り�

再査定結果回答� 査定結果の�
事後検証�

連携�



Ⅲ
会

社

の

運

営

34

公正で効率的な事業運営を確保し、お客さまをはじめとする社会の信頼と期待にお応えすることは、企業

の基本的な責務であります。当社はこのような認識のもと、「お客さまを大切にする会社」を実現するよう、

内部統制の充実に努めております。

内部統制とは、企業がその業務を適正かつ効果的に遂行するために、業務・経営に従事するすべての役職

員により実行される、法令等の遵守（コンプライアンス）、リスクの抽出と対応（リスク管理）、財務報告の

信頼性確保および業務の効率化等の取組みをいいます。

当社では、内部統制システムの整備・高度化に関する事項について、体系的かつ組織横断的な視点から検

討を行なうことを目的に、経営会議の諮問機関として、「内部統制委員会」を設置しております。

「内部統制委員会」では、内部統制システムの基本方針の策定、財務諸表についての経営責任明確化への

対応等について検討しております。

1 内部統制環境の整備2

当社は、「お客さまを大切にする会社」として、将来にわたり発展を遂げるべく、「経営管理態勢、コンプ

ライアンス態勢の継続整備と実効性確保」を重要な経営課題と位置付けております。経営資源の効率的な活

用、適切なリスク管理および相互牽制機能の発揮などにより、経営基盤・態勢の拡充を推進してまいります。

1 コーポレート・ガバナンス体制1

＜コーポレート・ガバナンス体制図＞�

選任・解任�選任・解任�

報告・勧告・助言�

報告�報告�

報告�

意見書�

付議・報告　　決議�

監
査
・
業
務
監
査�

報告�

報告�

審議・調整・立案�

決裁� 付議・�
報告�

検
証
・
監
査�

指
示
・
進
捗
管
理�

報告�

設置・指示�

連
携�

諮問�

株 　 主 　 総 　 会 �

取 締 役 会 �

経 営 会 議 �

取締役社長�

保険計理人�

業務担当役員�

内部統制�
委員会�

業務執行部署�
�

商品開発�
委員会�

防犯・防災�
対策委員会�

改善推進�
委員会�

「お客さまの声」�
を活かす�
委員会�

リスク管理・�
コンプライアンス�

委員会�

特別体制本部�

監
査
役
会
・
監
査
役�

業
務
監
査
部�

営業推進部、アンダーライティング部、損害サービス部、事務・システム管理部、営業管理部、�
マーケット開発部、収益管理部、企画部、リスク管理・コンプライアンス部、業務監査部�

本部長：社長�

※不定期開催の代理店措置委員会、賞罰委員会を除く�

（� ）�

Ⅲ 会 社 の 運 営
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内部統制システムの基本方針

当社は、明治安田生命グループの「お客さまを大切にする会社に徹し、クオリティの高い総合保障サービスを提供し、

確かな安心と豊かさをお届けする」という経営理念のもと、明治安田生命の生命保険事業とのシナジー効果を発揮して、

特色のある付加価値の高い保険サービスをご提供することにより、お客さまから信認される損害保険会社を目指し、これ

らの実現のために内部統制システムの基本方針について、下記のとおり定める。

Ⅰ．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（行動憲章、コンプライアンス基本規程）

当社は、コンプライアンス（法令等遵守）に係る基本方針・遵守基準である「行動憲章」および基本的事項を定

めた「コンプライアンス基本規程」を制定し、明治安田生命のグループ会社として、コンプライアンスを推進する。

（コンプライアンス誓約書、コンプライアンス・マニュアル）

当社は、全取締役がコンプライアンス誓約書を取締役社長に提出し、コンプライアンスの推進を誠実かつ率先垂

範して取り組む。あわせて、コンプライアンス・マニュアルを取締役および使用人に保持させることにより、周知

徹底する。

（コンプライアンス基本規程、コンプライアンス誓約書、コンプライアンス・マニュアル）

当社は、コンプライアンス（法令等遵守）に係る基本方針・遵守基準である「行動憲章」および会社におけるコ

ンプライアンスの推進のための基本的事項を定めた「コンプライアンス基本規程」を制定するとともに、全取締役

がコンプライアンス誓約書を取締役社長に提出し、コンプライアンスの推進を誠実かつ率先垂範して取り組む。あ

わせて、コンプライアンス・マニュアルを取締役および使用人に配布し、周知徹底する。

（コンプライアンスに関する委員会・取締役の基本姿勢）

当社は、経営会議の諮問機関として、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置する。リスク管理・コンプラ

イアンス担当取締役を委員長とし、全所属の長および関連する取締役等においてコンプライアンス推進にかかわる

重要な事項等に関して審議する。取締役はその審議をふまえ、実効性の高いコンプライアンス態勢を構築・維持す

る。なお、重要事項については経営会議、取締役会に報告する。

（コンプライアンス統括部署・法令遵守責任者等）

当社は、コンプライアンスに関する事項を一元管理する部署としてリスク管理・コンプライアンス部を設置する

とともに、各所属におけるコンプライアンスの推進およびコンプライアンス違反（懸念）事象が発生した場合に対

応するため、全所属に法令遵守責任者・法令遵守担当者を配置する。

（コンプライアンス・プログラム）

当社は、コンプライアンス態勢を推進するため、具体的な実践計画（コンプライアンス・プログラム）を全社・

本社各部ごとに策定し、リスク管理・コンプライアンス部がその計画内容および実施状況の検証・指導を行なう。

（コンプライアンス違反（懸念）事象発生時の対応）

当社は、コンプライアンス違反（懸念）事象が適切にリスク管理・コンプライアンス部および取締役会等に報告

されるよう、法令遵守責任者・内部通報窓口等を通じた報告体制を構築し、あわせて明治安田生命の設置する内部

通報窓口をグループとして利用する。報告された事象については、適切な調査を行ない、分析に基づいて改善に向

けた取組みを行なうとともに、コンプライアンス違反については規程に基づき厳正に対処する。

（反社会的勢力への対応）

当社は、反社会的勢力による不当要求等への対応については、事案発生時の報告および対応に係る規程等の整備

を行ない、反社会的勢力には警察等関連機関、明治安田生命とも連携し毅然と対応していく。

さらに、リスクの縮減等を目的として、各組織において業務プロセス上想定されるリスクとそのコントロ

ール状況を文書化し、自らが評価する「見える化プロジェクト」に取組んでおります。この取組みによって

把握した業務プロセスならびにそのリスクとコントロール状況をもとに、リスク発生の未然防止・縮減を図

ってまいります。

また、以下の内部統制システムの基本方針を適切に実施するため、内部統制システムの整備を継続的に推

進するとともに、各組織の内部管理自己点検をふまえた適切な内部監査を実施してまいります。
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Ⅱ．業務の執行の適正を確保するために必要な体制
１．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

（情報の保存および管理に関する規程）

当社は、取締役の意思決定、および職務執行に係る情報（取締役会、経営会議等、各種会議の議事録および資料

等）について、「情報管理基本規程」等に基づいて適切に管理し、「文書保存期間規程」に従い適切に保存および管

理を行なう。

２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（リスク管理基本規程）

当社は、会社の行なう業務全般に係る諸リスクを適切に管理することが、健全かつ適切な業務運営の確保に資す

るとの認識のもと、リスク管理を最も重要な経営上の取組みのひとつと位置付け、取締役会がリスク管理態勢を構

築し、その有効性・適切性を維持するための基本的事項を定めた「リスク管理基本規程」を制定するとともに、リ

スク管理基本方針を定める。

（リスク管理に関する委員会）

当社は、経営会議の諮問機関として、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、各種リスク管理の方針等

に関する審議等を行ない、重要事項については経営会議、取締役会に報告する。

（リスク管理統括部署、リスク管理責任者等）

当社は、全社的なリスク管理態勢の整備・推進を行なう部署としてリスク管理・コンプライアンス部を設置する

とともに、各所属におけるリスク管理態勢を推進するため、全所属にリスク管理責任者・リスク管理担当者を配置

する。

（リスク管理態勢・方針）

当社は、金融サービス業におけるプリンシプル、保険会社向けの総合的な監督指針、金融コングロマリット監督

指針、保険検査マニュアル等をふまえ、当社固有のリスクを十分認識したうえで、種類別および組織別のリスク管

理態勢、ならびに統合リスク管理態勢を整備する。また、社会情勢やお客さま等利害関係者の期待が変化・進展す

ることを十分認識し、リスク管理態勢・方針を必要に応じ見直す。加えて、危機が発生した場合の迅速な対応を行

なうための体制を整備する。

３．取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

（職務権限規程・経営会議）

当社は、「組織職制規程」および「職務権限規程」により、取締役の権限および責任の範囲を適切に定め、あわせ

て取締役への報告ルールを定めることで、取締役が効率的に職務執行する体制を確保する。また、経営上重要な事

項については、経営会議における協議を行ない、そのうち、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項につ

いては、取締役会での審議を経て決定を行なう。

（中期経営計画の策定）

取締役等は、「経営計画規程」に基づき体系的に策定された中期経営計画および年度経営計画に基づいて、職務の

執行を行ない、その状況を定期的に検証する。

４．財務報告の適正性を確保するための体制

（代表者確認）

当社は、経理関係規程に基づき適正な財務報告が行なわれるよう、代表者確認に関する規程・基準を制定し、必

要な体制を整備する。

５．相互会社およびその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（グループにおける管理規程）

当社は、明治安田生命が定めた「関連会社管理規程」に基づき、明治安田生命との間で業務運営に関する「覚書」

を締結し、企業集団として取り組むべき業務運営態勢、コンプライアンス・リスク管理態勢の整備に努める。

（グループにおける内部統制）

当社は、リスク管理、コンプライアンス体制およびお客さま対応体制を一元的に管理する統括部署として、リス

ク管理・コンプライアンス部を設置し、明治安田生命グループの統括部署との連携を図りつつ、内部統制の実効性

を高める。

（不適切な取引への対応）

当社は、明治安田生命グループ間取引に際し、アームズ・レングス・ルールに抵触する取引等を含めた不適切な

取引の発生防止に努める。
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（モニタリング）

当社の内部監査部門等は、当社および明治安田生命グループ各社で当社の業務を委託している先に対する内部監

査を定期的に実施し、その結果を被監査部署・被監査会社に通知し、指摘事項に対する改善策の立案を求め、改善

策の進捗状況を定期的に確認するとともに、当社の取締役等に適宜状況を報告する。

また、当社は、明治安田生命の「関連会社管理規程」に基づき、明治安田生命の内部監査部門等の内部監査を定

期的に受け、指摘事項に対する改善策を報告する。加えて、明治安田生命の役職員等を非常勤監査役として配置す

ることで、グループ会社の健全性確保の検証に努める。

（グループ会社における健全性等に影響を及ぼす可能性がある事象についての報告体制）

グループ会社において生じ得る不祥事件等が、当社やグループ各社の健全性等に影響を及ぼす可能性があるとの

認識に基づき、重大な不祥事件等が生じた場合、その影響のグループ各社への波及性を検証のうえ､速やかに明治安

田生命に報告する体制を整備する。

Ⅲ．監査役の職務の執行のため必要な体制
１．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および当該使用人

の取締役からの独立性に関する事項

（監査役、監査補助者）

当社は、監査役が、監査の実施上必要がある場合は、取締役と協議のうえ、内部監査部門に所属する使用人を監

査補助者とすることにより、他の取締役からの指揮命令を受けずに監査役を補助する組織・要員を確保する。

（内部監査部門への要員配置）

内部監査部門には、監査が実効的に行なわれるために、それに必要な知識能力を備えた使用人を継続的に配置

する。

（独立性の確保）

監査補助者および監査の対象とされた部門に所属する使用人は、取締役からの独立性の確保に留意し、監査に関

しては、監査役の指揮命令を受ける体制とする。

２．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

（監査役への報告）

当社は、以下の事項を中心に、重要会議への監査役出席、代表取締役等と監査役との定期的な意見交換機会の確

保、その他取締役および使用人から監査役への個別報告を通じ、監査役への適切な報告体制を確保する。

①当社の事業の状況、業務および財産の状況

②内部統制システムの構築状況および運用状況

③苦情の処理およびグループとして利用する内部通報制度の利用の状況

④監査役が必要と認めるグループ各社への委託業務に係る業務遂行状況および内部監査等の実施状況

⑤その他監査役が監査上報告を受けることが必要と認める当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項

３．その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

（内部監査部門との連携）

当社は、監査役が当社の業務および財産の状況の調査その他の監査職務を遂行するにあたり、内部監査部門等か

ら監査等の結果の報告を受けるとともに、必要に応じ内部監査部門に対して調査を求める等、内部監査部門との緊

密な連係を保ち、効率的な監査を実施するための体制を確保する。

（文書・規程類等重要な記録の確認）

当社は、監査役が所定の文書・規程類、重要な記録その他の重要な情報が適切に整備され、かつ保存および管理

されているかを調査し、監査を実効的に行なうための体制を確保する。

当社は、上記の内部統制システムの基本方針を適切に実施するため、経営会議の諮問機関として内部統制委員会を設置

し、内部統制システムの整備を継続的に推進するとともに、各組織の内部管理自己点検をふまえた適切な内部監査を実施

する。
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監 査 役 �

監査役会�

取 締 役 会�

保険計理人�

取締役社長�

経 営 会 議�

リスク管理・コンプライアンス委員会（委員長：リスク管理・コンプライアンス部担当役員）�

全体リスク管理部署（リスク管理・コンプライアンス部）�

各リスク管理統括部署�

業 務 執 行 部 署�

保険引受�
リスク�

資産運用リスク�

市場関連�
リスク�

信用�
リスク�

不動産�
投資�
リスク�

流動性�
リスク�

事務�
リスク�

システム�
リスク�

風評�
リスク�

外部監査�
（監査法人）�

＜リスク管理体制図＞�

内部監査�
業務�
監査部�

リ ス ク 分 類 �

（　　）�

○リスク管理方針
損害保険会社が抱える経営リスクが多様化・増大化するなか、リスク全般の把握とその管理体制の強化が

経営の重要課題となっております。

こうした状況に鑑み、当社ではリスク管理への取組みを重要な経営課題と位置付け、各種リスクを分類・

体系化し、リスク管理の強化に努めております。今後とも、リスク管理への取組みに注力し、健全な事業運

営を維持・確保することで、お客さまの信頼にお応えしてまいります。

○リスク管理体制
当社では、各種リスクに対し統括部署を定め管理するとともに、リスク全般を統括管理する組織として

「リスク管理・コンプライアンス委員会」を社内に設置し、各部署間の相互の連携・チェックに基づいた、

より実効性のあるリスク管理へ向けた検討を行なっております。

また、取締役会および経営会議では、定期的に「リスク管理・コンプライアンス委員会」における取組み

について報告を受け、経営に重大な影響を与えるリスク情報等を把握・確認するとともに、必要な対応策に

ついて指示・決定しております。

1 リスク管理体制3
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○リスクの種類と管理への取組み
当社では、損害保険事業に係るリスクを次のように分類し、それぞれのリスクの特性に応じた対応を行

なっています。

（１）保険引受リスク
保険引受リスクとは、経済情勢や保険事故の発生率等が
保険料設定時の予測に反して変動することにより損失を被
るリスクをいいます。
当社では、保険事故の発生状況、金利動向・経済情勢等
をふまえつつ、保険商品の収支状況の分析、将来収支予測
等を実施してリスクの把握に努めるとともに、リスクの特
性・規模に応じた諸準備金の積立て、再保険手配を実施し
ています。あわせて保険の引受にあたっては、リスクの特
性に応じ設定された引受基準を厳正に運用しています。

●再保険の方針
出再については、お引き受けした契約に係るリスクを
調査・分析し、損害額が常に当社の担保力の範囲内に収
まるよう、再保険を手配することとしています。
また、数年・数十年に一度という異常自然災害に対し
ても、確率的手法によるリスク計量化により予想損害額
を推定し、異常危険準備金の積立状況を勘案のうえ、集
積再保険カバーを手配しています。
出再先の選定にあたっては信用力を最重視し、財務健
全性に係る情報を常に注視しつつ取引を実施しています。
受再については、原則として日本国内のリスクに限定し、
リスクを精査して慎重な判断の下に引受を行なっています。
（注）再保険のしくみについては、P.１９を参照ください。

（２）資産運用リスク
ア．市場関連リスク
市場関連リスクとは、金利・株価・為替レート等が変
動することにより運用資産の価値が下落して損失を被る
リスク、あるいは市場の混乱等を起因として不利な価格
での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク
をいいます。
当社では、市場関連リスクの管理にあたっては、運用
資産の残高および損益状況を一元的に管理しているほ
か、適宜、限度枠を設定することにより損失を一定範囲
に収めるよう努めています。さらに、通常の予測を超え
た急激な市場変動が発生する事態も想定して、当社では
VaR手法による最大予想損失額の測定に加えて、スト
レステストを定期的に行なっています。具体的には、過
去の経済危機等の相場急変時や、市場環境見通しの中で
想定される最悪のリスクシナリオに基づき、現在保有し
ている運用資産ではどの程度の損失額が発生するかを試
算し検証しています。
イ．信用リスク
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等によ
り、資産の価値が減少ないし消滅し、損失を被るリスク
をいいます。
当社では、個別取引ごとにリスクを慎重に見極め、安
全性・健全性が高いと判断される対象に限定して運用を

行なうとともに、保有資産全体の安全性・健全性に鑑み、
リスクが特定企業・グループ等に集中することのないよ
う運用先の分散を図っています。とくに一定額以上の投
融資や重要度の高い案件については、経営会議等で慎重
に検討のうえ、決裁する体制となっています。また、個
別信用供与先の適切な管理のため、信用供与先の信用力
について把握・分析を継続的に行ない、適切なリスク管
理に努めています。
ウ．不動産投資リスク

不動産投資リスクとは、賃貸料等の変動等を要因とし
て不動産にかかる収益が減少する、または市況の変化等
を要因として不動産価格自体が減少し、損失を被るリス
クをいいます。
当社では、土地の含み損益、利回り、賃料・空室率等

の不動産投資リスクの状況を把握し、一定の基準を下回
る不動産に対しては適切に対処することとしています。

（３）流動性リスク
流動性リスクとは、資金繰りが悪化し、資金の確保のた
めに通常よりも著しく低い価格で資産の売却を余儀なくさ
れることにより、損失を被るリスクをいいます。
当社では、大口の資金移動に関する情報収集・分析を行
ない、適切な資金繰り管理に努めるとともに、大規模災害
発生時の資金確保態勢にも留意し、資金調達のための資産
の流動化が円滑に行なえるよう、常時取引環境等を注視し
ています。

●資産・負債の総合的管理について
積立保険等の保険負債について、当社では、その特性
に即した安定的な資産運用がはかられるよう、資産・負
債の総合的管理に努めております。具体的には、主たる
投資対象である公社債を中心に、金利リスク、信用リス
ク、償還バランス等を随時把握・管理し、資産運用リス
クを一定範囲にコントロールするとともに、将来キャッ
シュフローの分析を実施しております。

（４）事務リスク
事務リスクとは、正確かつ迅速な事務を怠ること、正当
な理由なく事務処理を放置、長期遅延させること、あるい
は事故・不正等を引き起こすことにより、当社またはお客
さまが損失を被るリスクをいいます。
当社では、各業務分野について、事務手順・ルール等に
関するマニュアル等の整備を行なうとともに、所属部署に
おける自己点検や業務監査部による内部検査等を通じ、事
務の改善、事務水準の向上に努めています。なお、事務リ
スクを含む各種リスクの縮減等を目的として、「内部統制
委員会」のもとに「見える化部会」を設置し、業務プロセ
スの検証ならびに業務プロセス上想定されるリスクの顕在
化と対応策の検討を行なっています。
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1 法令等遵守体制4
当社では、損害保険事業の高い公共性に鑑み、法令等遵守（コンプライアンス）を経営の基本に位置づけ

ております。

そして、法令等遵守に関する実行計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定し、全社をあげて

の取組みを推進しております。

また、法令等遵守の推進にかかわる基本方針、重要な規程等の改正、取組み状況等に関して審議し、より

実効性の高い法令等遵守体制の構築に資するための機関として、リスク管理・コンプライアンス委員会を設

置しております。

＜コンプライアンス推進体制図＞�

運営�
連携�

統括・支援�

コンプライア�
ンス推進状況�
の検証および�
改善提言等�

〈コンプライアンス統括部署〉�

〈内部監査部門〉�
業務監査部�

経 営 会 議 �

・全社的なコンプライアン�
　ス推進態勢の整備、各種�
　施策および実施計画の企�
　画・立案�
・全社推進状況の検証およ�
　び取締役会等への報告�
・問題点発生時の改善策の�
　検討　等�

監 査 役 会�

監　査　役�

リスク管理・コンプライアンス部�

・各部署におけるコンプライアンス推進を促進・評価（計画の実施、推進状況の点検・報告等）�
・問題点発生時における担当部署への報告および適切な対処の実施　等�

本 社 各 部 署 �
法令遵守責任者・法令遵守担当者を配置�

リスク管理・コンプライアンス委員会�

取 締 役 会 �

取締役社長 �

（５）システムリスク
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンま

たは誤作動等、システムの不備等に伴い、当社またはお客
さまが損失を被るリスクおよびコンピュータが不正に利用
されることにより、当社またはお客さまが損失を被るリス
クをいいます。
当社では、「システムリスク管理規程」や「個人データ

等安全管理措置基準」等を定め、リスクの低減に努めてい
ます。
また、「コンピュータシステム停止時の緊急時対応計画」

を定め、広域災害などによる不測の事態に対応できるよう
体制整備を行なっています。

（６）風評リスク
風評リスクとは、当社または損害保険業界に関する悪

評・信用不安情報等が、マスコミ、インターネット等の媒
体を通じ保険契約者、社会に広がり、当社の業績に悪影響
が生じること等により、当社および明治安田生命グループ
が損失を被るリスクをいいます。
当社では、インターネット、新聞、雑誌等の媒体を通じ
て、風評情報を把握する体制を整備しています。
把握した風評情報が当社および明治安田生命グループに
悪影響をおよぼす懸念があると判断した場合には、風評リ
スクを軽減・回避するために、風評リスクの管理・対応を
明記した「風評リスク管理規程」等に基づき、迅速かつ的
確な対応策を講じる体制をとっています。
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1. 行動憲章

当社ではコンプライアンスを推進するため、コンプライアンスに関する企業行動の基本方針として「行動憲

章」を、役職員の行動指針・遵守基準として「職務遂行基本ルール」を策定しております。具体的には、法律

はもとより、社会の良識や常識、慣行を含めた社会一般・株主・消費者が求めるルールに適った企業行動が求

められており、こうした要請に積極的に対応したものであります。

行動憲章

私たちは、明治安田生命グループの役職員として、お客さまや社会からの期待に応え確固たる信頼を得るために、日常の
行動や考え方の基準となる「行動憲章」を定めます。職務遂行の際にはこれらを常に意識するとともに、教育・研鑽によ
る知識およびマナーの向上に努め、お客さまを大切にする会社の実現に取り組みます。

１．適正な職務遂行とお客さまサービス
私たちは、忠実かつ誠実に職務を遂行するとともに、お客さまを大切にする会社として、ベストな商品とサービスを
提供し、お客さま満足度の増大に努めます。

２．公正かつ自由な競争
私たちは、公正かつ自由な取引・競争を通じて、生活・経済の向上および発展に貢献します。

３．お客さまや社会とのコミュニケーションの推進
私たちは、経営の透明性を高めるため、経営情報を適切に開示するとともに、お客さまの声を大切にし、適切に業務
に反映します。

４．リスク管理の徹底
私たちは、お客さまに対する責務を確実に果たしていくため、リスク管理態勢を整備し、その検証と継続的な改善に
取り組み、適切なリスク管理に努めます。

５．法令等の遵守
私たちは、お客さまと社会の信頼を確保していくため、法令をはじめとする社会的ルールを遵守し、企業倫理を堅持
します。

６．お客さま等に関する情報の厳正管理
私たちは、お客さまに関する情報等、会社が保有するすべての情報を厳正に管理し、その保護を徹底します。

７．社会貢献と環境への取組み
私たちは、お客さまとともに暮らす社会の健全かつ持続的な発展に努め、社会貢献や環境保全活動に積極的に取組み
ます。

８．人権等の尊重
私たちは、お客さまはもとより、社会の一人ひとりの人権を尊重します。

９．反社会的勢力への対応
私たちは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然と対応します。

１０．良好な職場環境の維持
私たちは、職員一人ひとりの人権および個性を尊重するとともに、安全で働きやすい職場環境を維持します。

１１．違反行為の防止と説明責任の遂行
私たちは、法令等の遵守体制を確実に機能させていきます。万一、本憲章に反し、お客さまや社会に影響を及ぼす事
態が生じた場合には、原因究明と再発防止を徹底するとともに、迅速かつ的確な情報公開を行ない、責任を果たすよ
う努めます。
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2. コンプライアンス・マニュアル

当社の法令等遵守に関する基本方針および運営等を定めた「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、

社内徹底を図ることにより、法令等遵守を重視する企業風土の醸成に努めております。

●保険募集における法令等遵守への取組み

保険募集におけるコンプライアンスに関するマニュアルを作成し、代理店に対し法令等遵守を徹底して

おります。また、適正な商品販売をお客さまにお約束するものとして「販売・サービス方針」を公表してお

ります。

3. 社外・社内の監査・検査体制

●社外の監査・検査体制

当社は、社外の監査として、会社法等に基づく会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）の会計監査を受

けております。また、保険業法の定めにより金融庁検査局および財務省財務局の検査を受けることになって

おります。

●社内の監査・検査体制

当社では社内の監査・検査体制として、監査役が行なう監査と、業務執行の各部門から独立した内部監査

部門による社内検査があります。

各部門の内部管理態勢などについての、適切性・有効性・効率性等を検証し、問題点の指摘および改善に

向けた提言を行なう内部監査部門として、業務監査部を設置しております。

業務監査部は、コンプライアンス態勢・リスク管理態勢など内部統制機能の発揮状況に重点をおいた検査

および保有資産の健全性確保のための資産自己査定に対する監査等を実施しております。また、各部門は内

部管理の一環として定期的に自己点検を実施しており、自己点検の実施状況についても、検査時に検証して

おります。検査の対象は、営業部門・保険金支払部門をはじめ本社内のすべての部門および業務委託会社

（一部の大規模代理店を含む）としております。また、代理店に対しては、業務監査部による代理店監査を

実施しております。

監査・検査結果については、問題点の指摘および改善提言を行ない、各部門にフィードバックするととも

に、定期的に経営陣に報告しております。また、指摘事項に対する改善計画および改善状況について各部門

から報告を求め、改善状況のフォローアップを実施しております。監査・検査の着実な実施により、コンプ

ライアンスの遵守・リスク管理の強化およびこれらを通じたコーポレート・ガバナンスのいっそうの高度化

に努めております。

当社では、お客さまからお預かりする情報を厳正に利用、保護するため、「個人情報の保護に関する法律

（個人情報保護法）」およびその他関連法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、（社）日

本損害保険協会の策定する「損害保険会社に係る個人情報保護指針」等をふまえた社内管理態勢の整備に取

り組んでおります。具体的には、当社の「個人情報保護に関する基本方針」として、「個人情報保護宣言」

および「個人情報保護方針」を定めるとともに、当社ホームページでこれを開示しております。また、個人

情報の保護・管理に係る社内規程および組織体制の整備、社内教育・研修を行なうなど、全社的な取組みを

推進しております。

4. 個人情報保護に関する基本方針（プライバシーポリシー）
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個人情報保護方針

１．個人情報の定義
個人情報とは、個人に関する情報であり、当該情報に含まれるお名前、生年月日等により個人を特定できるものをい
います。

２．個人情報の種類
保険契約のお引き受け等に必要な情報として、お客さまのお名前・住所・生年月日・性別・健康状態・職業等を収集
させていただきます。また、当社が提供する各種サービスに関連し、必要な情報のご提出をお願いする場合があります。

３．個人情報の収集方法
主に申込書・契約書・アンケートにより、お客さまに関する情報を収集させていただきます。また、キャンペーン等
の実施により、はがき等で情報を収集させていただく場合があります。お客さまの情報を収集するにあたっては、個
人情報の保護に関する法律・保険業法・その他法令等に照らし、適正な方法で行なうこととします。

４．個人情報の利用目的
お客さまからの情報は、必要に応じ、以下の目的のために利用させていただきます。
・各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金等のお支払い
・当社が有する債権の回収
・再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
・当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
※利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。

５．個人情報の提供
お客さまからの情報を外部に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく提供いたしません。
・法令により必要とされる場合
・人の命、身体または財産の保護のために必要とされる場合
・公共の利益のために必要とされる場合
・当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
・損害保険会社等の間で共同利用を行なう場合（注１～注４）
・その他特定の者と共同で利用する場合

当社は、主に以下の場合に、ご本人の同意を得た上で、第三者に個人データを提供することがあります。
・医療機関等の関係先に業務上必要な範囲内で提供する場合
・再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求

（注１）当社は、保険契約のお引き受け又は保険金の請求に際して行なわれる不正行為を排除するために、損害保険会社等との間で、個
人データを共同利用します。また、自賠責保険に関する適正な支払のために損害保険料率算出機構との間で個人データを共同利
用いたします。
詳細につきましては、（社）日本損害保険協会のホームページ（http://www.sonpo.or.jp/）または損害保険料率算出機構のホー
ムページ（http://www.nliro.or.jp/）をご覧ください。

個人情報保護宣言

○当社は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに関し、お客さまからお預かりしている大切な情報の適正
な利用と保護に努めます。

○当社は、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」、その他の関連法令・ガイドラインや（社）日本損害保険協会
の「損害保険会社に係る個人情報保護指針」ならびに当社「個人情報保護方針」等を遵守するとともに、継続的な個人
情報の管理態勢の整備に努めます。

○当社は、個人情報の取扱いが適正に行なわれるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行なわれるよう
取り組んでまいります。
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〈お問い合わせ先〉

（社）日本損害保険協会　そんがいほけん相談室
所在地：〒１０１-８３３５ 東京都千代田区神田淡路町２丁目９番地
電話：０３-３２５５-１４６７
（受付時間 午前９時～１２時、午後１時～５時　土・日・祝祭日および年末年始を除く）
ホームページアドレス：http://www.sonpo.or.jp/

損害保険料率算出機構
所在地：〒１６３-１０２９ 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 新宿パークタワー２８階・２９階
電話：０３-６７５８-１３００
（受付時間 午前９時～午後５時　土・日・祝祭日および年末年始を除く）
ホームページアドレス：http://www.nliro.or.jp/

（注２）当社は、原動機付自転車および軽二輪自動車に係る自賠責保険の無保険車発生防止を目的として、国土交通省が自賠責保険の契
約期間が満了していると思われるご契約者に対し継続契約の締結確認はがきを出状するため、自賠責保険契約に関する個人デー
タを国土交通省へ提供し、同省を管理責任者として同省との間で共同利用します。
詳細につきましては同省のホームページ（http://www.mlit.go.jp/）をご覧ください。

（ 共同利用する個人データの項目は以下のとおりです。
・契約者の氏名、住所、証明書番号、保険期間
・自動車の種別、車体番号、標識番号または車両番号

（注３）当社は、損害保険代理店の適切な監督や当社の職員採用等のために、損害保険会社との間で、損害保険代理店等の従業者に係
る個人データを共同利用しています。また、損害保険代理店の委託等のために、（社）日本損害保険協会が実施する損害保険募集
人試験等の合格者情報に係る個人データを共同利用しています。詳細につきましては、（社）日本損害保険協会のホームページ
（http://www.sonpo.or.jp/）をご覧ください。

（注４）共同利用を行なう場合における、明治安田生命グループ会社につきましては、明治安田生命保険相互会社のホームページ
（http://www.meijiyasuda.co.jp/）をご参照ください。

６．情報の開示・訂正等
お客さまからご自身に関する情報の開示・訂正・削除・利用停止の依頼があった場合は、請求者がご本人であること
を確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り回答・訂正等の対応をいたします。

７．情報の管理
お客さまに関する情報は、正確かつ最新の内容を保つよう常に適切な措置を講じております。また、お客さま情報へ
の不当なアクセス、個人情報の紛失、漏洩、毀損等の危険に対して必要な対策を講じるように努めております。さら
に、従業者、委託先に対して必要かつ適切な監督を行なっております。
また、当社では情報管理に係る事項を推進する部門として「リスク管理・コンプライアンス部」を設置するとともに、
当社内に「リスク管理・コンプライアンス委員会」を設け、全社横断的に、お客さまに関する情報の保護に向けた取
組みを推進しております。

８．センシティブ情報のお取扱い
当社は、政治的見解、信教（宗教、思想及び信条をいう。）、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保
健医療及び性生活並びに犯罪歴に関する個人情報（以下、「センシティブ情報」といいます。）を、次に掲げる場合を
除くほか、取得、利用又は第三者提供を行ないません。
・保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報
を取得、利用又は第三者提供する場合
・相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供
する場合
・保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に
関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
・法令に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必
要がある場合
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個人情報の開示、訂正等のご請求

「情報の開示、訂正等」のご請求は、下記 当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。
お客さまからご自身に関する情報の開示・訂正・削除・利用停止の依頼があった場合は、請求者がご本人であることを

確認させていただくとともに、当社所定の申請書等をご用意いただいたうえで手続きを行なうこととしており、特別の理
由がない限り回答・訂正等の対応をいたします。
なお、個人情報保護法に基づくご請求の場合などは、回答にあたりまして手数料を徴収させていただくことがございます。

当社お問い合わせ窓口

当社の個人情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会・ご相談、苦情等は、下記までお問い合わせください。

明治安田損害保険株式会社　お客さま相談室
フリーダイヤル：０１２０-２５５-４００（平日９：００～１７：００）

※夜間・休日につきましては、受付専用となります。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

認定個人情報保護団体について

当社は、認定個人情報保護団体である（社）日本損害保険協会に加盟しております。同協会では、加盟会社の個人情報の
取扱いに関する相談・苦情を受け付けております。

（社）日本損害保険協会 そんぽADRセンター（損害保険紛争解決サポートセンター）
所在地：〒１０１-８３３５ 東京都千代田区神田淡路町２丁目９番地
電話：０３-３２５５-１４７０
（受付時間 午前９時～午後５時　土・日・祝祭日および年末年始を除く）
ホームページアドレス：http://www.sonpo.or.jp/

録音・録画について

お客さまとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただくことがあります。
また、当社窓口などでの応対につきましては、防犯等の観点から録画させていただくことがあります。
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（１）基本方針

当社では、企業の社会的責任を果たし、お客さまから信認される会社を目指すうえで、反社会的勢

力との関係を遮断するための取組みを推進していくことを経営上の重要事項として位置付けておりま

す。「行動憲章」や「内部統制システムの基本方針」において、当社の反社会的勢力への対応に係る取

組み方針を社内外に明らかにしています。

＜行動憲章＞

私たちは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然と対応していきます。

＜内部統制システムの基本方針＞

当社は、反社会的勢力による不当要求等への対応については、事案発生時の報告および対応に係

る規程等の整備を行ない、反社会的勢力には警察等関連機関、明治安田生命とも連携し毅然と対

応していく。

5. 反社会的勢力の排除のための基本方針

（２）規程等の整備

当社の防犯に関する基本的事項を「防犯規程」に明定するとともに、反社会的勢力への対応体制、

役職員等の役割等を明確にするため「反社会的勢力対応基準」を策定し、周知徹底しております。

（３）社内対応体制

当社では、組織横断的な視点から「防犯・防災対策委員会」において反社会的勢力への対応態勢整

備等の検討・推進を行なっており、反社会的勢力への対応を所管する統括部署を企画部として定めて

おります。

統括部署において反社会的勢力に関する情報等を一元管理するとともに、全社を挙げて反社会的勢

力の混入未然防止に努めています。
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取引の類型� 主な取引例�
管理方法�

以下の方法を適切に組合せる�
こと等により管理します�

お客さまの�
利益を不当に�
害する恐れの�
ある取引�

融資を条件に保険商品を購入させる場合、または保険購入�
を条件に融資を行なう場合�

・情報隔壁措置 �
・一方または双方の取引の中止�
・取引の適切性の検証�

お客さまが特定の有価証券を大量に取引しようとしている�
事実を知りながら、当該有価証券の取引を行なう場合�

・情報隔壁措置 �
・一方または双方の取引の中止�

地位濫用型�

情報利用型�

上記以外�
当社が協調融資の幹事を受託しており、かつ相対での貸付�
を有している状況で、協調融資に比し、優位な条件で貸付�
の保全・回収等を行なう場合�

・一方または双方の取引の�
　変更・中止�
・取引の適切性の検証�

お客さま間の利益が�
相反する可能性のある取引�

敵対的買収等で、買収をしようとしている会社が複数競合�
している場合に、競合する複数社に対し、それぞれ買収資�
金の融資を行なう場合�

・一方または双方の取引の中止�
・取引の適切性の検証�

（　　　　　　　　　　　　）�

利益相反管理方針

１．目的
本管理方針は、当社および明治安田生命グループ内の金融機関（以下、「当社等」といいます）が行なう取引において、
お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理体制を整備し、利益相反のおそれのある取引を適切
に管理することを目的とします。

２．利益相反の定義
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」（以下、「対象取引」といいます）とは、当社等が行なう取引の
うち、当社等とお客さまの間、またはお客さまとお客さま以外の第三者（他のお客さま等）間の利益が相反し、お客
さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

３．対象取引の特定
対象取引を特定するにあたっては、「お客さまの利益を最優先に行動しているかどうか」、「お客さまの情報を利用して、
不当に利益を得るおそれがあるかどうか」等の視点から取引を検証し、特定・類型化を行なったうえで管理いたしま
す。また、新規業務の開発や法令等改正といった環境の変化にも的確に対応し、対象取引の特定・類型化を行ないま
す。

４．対象取引の特定のプロセス
当社の役職員は、お客さまとの取引において、対象取引の類型に該当するおそれがあると判断した場合は、すみやか
に各所属の利益相反管理担当者・責任者に報告し、対象取引の内容に応じた管理を実施します。各所属での判断が困
難な場合には、利益相反管理全体統括部署であるリスク管理・コンプライアンス部に報告し、その指示のもとで適切
な管理を実施します。

５．対象取引の類型・主な取引例・管理方法
対象取引のうち、主なものは以下の通りです。

６．利益相反管理体制
当社はリスク管理・コンプライアンス部を利益相反管理全体統括部署とし、リスク管理・コンプライアンス部担当役
員を利益相反管理統括者とします。利益相反管理全体統括部署は他の部門から独立し、対象取引の特定及び利益相反
管理に関する全社的な態勢を整備・検証します。

７．対象となる会社の範囲
本方針の対象となる会社は、当社および以下の明治安田生命グループ内の金融機関です。
明治安田生命保険、明治安田アセットマネジメント、三菱アセット・ブレインズ、パシフィック・ガーディアン生命
保険、明治安田アジア、明治安田アメリカ、明治安田ヨーロッパ、ハイアール人寿保険

当社では、「利益相反管理方針」を定め、お客さまの利益が不当に害されることのないように、利益相反

取引の管理に努めております。

6. 利益相反管理方針
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1 健全な保険数理に基づく責任準備金の確認についての合理性及び妥当性5
医療保険や介護保険等のいわゆる第三分野保険の保険事故発生率は、医療政策等の外的要因等の影響を受

けやすく、長期的な不確実性を有していると言われております。

法令では、以下の事項を通じて、第三分野保険において健全な保険数理に基づく責任準備金の確認の合理

性及び妥当性を確保することが求められています。

○第三分野保険における責任準備金の積立の適切性を確保するための考え方
当社では、第三分野保険の保険事故発生率に係る不確実性（第三分野保険の保険リスク）に対して、ス

トレステストおよび負債十分性テストを行ない、十分な責任準備金の積立水準が確保されるよう努めてお

ります。

※ストレステストとは、保険料率の計算基礎としている保険事故発生率（予定事故発生率）が、十分なリスクをカバーしていることを
確認するテストです。また、負債十分性テストは、ストレステストの結果、十分なリスクをカバーしていない恐れがある場合に実施
するより詳細なテストです。

○ストレステストおよび負債十分性テストにおける危険発生率等の設定水準の合理性及び妥当性
法令では、ストレステストおよび負債十分性テストは、予定事故発生率が同じ商品ごとに一定程度のリ

スクを加味して設定した保険事故発生率（危険発生率）を用いて実施することが求められています。

当社では、過去の保険事故発生率実績に基づきリスクを加味した保険事故発生率（危険発生率）を用い

ることで、設定水準の合理性及び妥当性が確保されるよう努めております。

○テストの結果
法令では、これらのテスト結果から、必要に応じて危険準備金や追加責任準備金を積み立てることが求

められています。

当社では、平成２３年３月末のストレステストの結果から、第三分野保険の保険リスクに備える危険準

備金および追加責任準備金の積立ては行ないませんでした。

なお、ストレステストの実施にあたっては、実施部署は、危険準備金の算出状況や実施基準の制定ならび

に重要な変更などについて、保険引受リスク管理統括部署へ報告することとし、相互に牽制機能を確保して

います。あわせて、牽制機能が確保されているかを「リスク管理・コンプライアンス委員会」において横断

的に検証しております。
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Ⅳ 主 要 な 業 務 に 関 す る 事 項

1 平成 2 2 年 度の事業概況1
○経営環境

平成２２年度の日本経済は、金融危機後の世界的な生産回復の動きが一巡したことを受け、夏場以降は

「踊り場」の様相を強めました。金融市場では、中国や米国の景気持ち直しを受け、景気回復期待から株

価・長期金利とも１１月以降上昇基調に転じましたが、３月１１日に発生した東日本大震災により、再度

先行き不透明感が強まりました。日経平均は一時８,２００円台まで下落した後急速に切り返すなど乱高下

し、一方為替市場では一時戦後最高値となる１ドル７６円台まで円高が進み、Ｇ７による協調介入に繋が

るなど、年度末の金融市場は大きな影響を受けました。

このような状況のなか、損害保険業界においては、平成２２年４月に保険契約に関する一般的なルール

を定めた「保険法」が施行されたことに加え、１０月から金融商品取引法等の改正による「金融ＡＤＲ制

度（金融分野における裁判外紛争解決制度）」がスタートし、保険契約者等の保護がいっそう強化されま

した。また、行政監督上の健全性指標の一つであるソルベンシー・マージン比率について、経済価値ベー

スのソルベンシー評価の導入に向けた検討が進められています。

なお、東日本大震災に関しては、（社）日本損害保険協会において、効率的に損害査定を行なうため

「共同調査」を実施するなど、ご契約者に対して早期に保険金をお支払いするためのさまざまな取組みを

行なっております。当社としても、被災されたお客さまのご契約に対する保険料の払込猶予など特別の取

扱いを実施するとともに、地震による事故が保険金お支払い対象となっているご契約について、事故の発

生有無確認活動を推進し迅速なお支払いを進めております。

○事業の経過
このような情勢のもと、当社は、平成２０年４月よりスタートした「中期経営計画（３ヵ年）」の最終年

度である平成２２年度において、「お客さまを大切にする会社」として中長期にわたる持続的な成長を実

現するため、各種取組みを進めてまいりました。

当社は平成１７年４月の合併以来、親会社である明治安田生命保険相互会社との委託契約（業務の代

理・事務の代行）を基軸に、企業・団体のお客さまへ特色のある付加価値の高い商品のご提供に努めてき

ましたが、昨今、企業のお客さまに一段とニーズが高まっている取引信用保険や会社役員賠償責任保険

（Ｄ＆Ｏ保険）等のリスクソリューション型商品を充実させ、新たな市場の開拓を推進するとともに、団

体のお客さまには団体長期障害所得補償保険と合わせて、明治安田生命グループ会社が提供する復職支援

サービスをお勧めする等、団体ごとの課題やニーズに応じた解決策のご提案に努めてまいりました。

あわせて、お客さま満足度の向上を図るため、「お客さまの声」を活かす委員会を毎月開催し、お客さ

まからいただいた苦情等を含むお申し出の原因分析、改善策の検討を行ない、見出された課題に対する改

善状況を検証しております。この取組みのもと、当期においては、お客さまに配付する募集文書等の記載

内容を改訂する等、お客さまサービスの改善に役立ててまいりました。

また、平成２２年１０月にスタートしました「金融ＡＤＲ制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）」

への対応のため、社内規程の改正、お客さま向け配付物の記載内容の改訂等態勢の整備を行ないました。

お客さまへの保険販売を行なう代理店に対しましては、定期的な集合研修に加え、当社独自の商品知識

テストを含む商品教育、保険金支払に関する個別研修等を行ない、お客さま対応力・サービス力の強化に

努めてまいりました。

お客さまにご加入いただいたご契約の管理・アフターサービスでは、保全手続きに際して提出いただく

公的書類の簡素化、手続き書類の簡便化を実施し、お客さまの利便性の向上を図ってまいりました。また、

長期契約のご契約者に定期的に契約内容をご確認いただくためにお届けする「ご契約内容のお知らせ」や、

契約内容の変更時にお客さまへお届けするご通知等を改訂し、お客さまにより分かりやすいご案内に努め

てまいりました。さらに、団体向け保険商品にご加入のお客さまが約款を閲覧できるように当社ホーム
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ページに約款を掲載する等、お客さまの保険商品に対するご理解を深めていただくための取組みを実施し

ました。

保険金支払業務では、保険金のお支払いは保険会社の基本的かつ最も重要な機能のひとつであるとの認

識のもと、保険金支払の履行期管理のためのシステムを活用し、未払事案の管理強化を図る等、保険金支

払管理態勢のいっそうの高度化に向けての取組みを進めております。

機動的な配当政策の一環として、資本準備金と繰越利益剰余金を財源とする１６３億１５百万円の株主配

当を実施いたしました。

資産運用面につきましては、不透明な金融・経済環境をふまえ、金利リスク、信用リスク、流動性リス

クを十分考慮しながら国債などの公社債中心の投資を行ない、安定収益の確保に努めるとともに、金利リ

スクを中心とする市場関連リスクの把握・分析、資産の自己査定の厳正な実施などを通じて資産の健全性

維持を図ってまいりました。

○事業の成果
以上のような取組みを行なった結果、平成２２年度の事業の成果は次のとおりであります。

損益につきましては、保険引受収益が１４２億５７百万円、資産運用収益が６億２３百万円となり、経常

収益は１４８億８６百万円となりました。一方、保険引受費用が９４億２９百万円、営業費及び一般管理費

が４５億３９百万円となり、経常費用は１３９億７０百万円となりました。この結果、経常利益は前期に比

べて１６百万円増加し、９億１６百万円となりました。

経常利益に特別損益、法人税及び住民税ならびに法人税等調整額を加減した当期純利益は前期に比べて

０百万円減少し、３億７９百万円となりました。

保険引受の概況は次のとおりであ

ります。

保険引受収益のうち、正味収入保

険料は前期に比べて２億７７百万円

増加し、１３６億８８百万円となりま

した。保険引受費用のうち正味支払

保険金は前期に比べて８０百万円増

加し、５１億７１百万円となり、これ

に損害調査費を加えた正味損害率は

４３.０％となりました。また保険引受

に係る営業費及び一般管理費につい

ては前期に比べて１億４１百万円減

少し、４４億４１百万円となった結果、

正味事業費率は５１.７％となりまし

た。これらに積立保険料等運用益、

責任準備金戻入額、支払備金繰入額

などを加減した保険引受利益は前期

より９９百万円増加し３億８５百万円

となりました。

主な保険種目の状況は次のとおり

であります。

火災保険：正味収入保険料は３億

＜決算のながれ＞�

経常収益�
１４,８８６�

資産運用収益 ６２３�

営業費及び一般管理費 ４,５３９�

その他経常収益 ５�

特別損益 △１２�

法人税等合計 ５２３�

その他経常費用 １�

経常費用�
１３,９７０�

経常利益�
９１６�

当期純利益�
３７９�

利息及び配当金収入 ６９９�
有価証券売却益 ７�
積立保険料等運用益振替 △８２�

法人税及び住民税 ６３３�
法人税等調整額 △１０９�

保険引受収益 １４,２５７�
正味収入保険料 １３,６８８�
収入積立保険料 ８８�
積立保険料等運用益 ８２�
責任準備金戻入額 ３９７�
為替差益 ０�

資産運用費用 ―�保険引受費用 ９,４２９�
正味支払保険金 ５,１７１�
損害調査費 ７０９�
諸手数料及び集金費 ２,６３７�
満期返戻金 ６９１�
支払備金繰入額 ２１９�

（単位：百万円）�

（マイナス）�

（プラス）�

（マイナス）�
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９５百万円となりました。正味支払保険金は１億７２百万円で、正味損害率は５５.８％であります。

傷害保険：正味収入保険料は１１０億７５百万円となりました。正味支払保険金は３６億５９百万円で、

正味損害率は３８.５％であります。

その他の保険：その他の保険は、自動車損害賠償責任保険、労働者災害補償責任保険、賠償責任保険な

どが主なものであり、正味収入保険料は２２億１７百万円となりました。正味支払保険金は１３億３９百万

円で、正味損害率は６２.７％であります。

資産運用の概況は次のとおりであります。

平成２３年３月３１日現在の総資産は８１０億３百万円となりました。このうち運用資産は７５１億７９百

万円となりました。

総資産に対する運用資産の比率は９２.８％であります。資産の主な内訳は、国債４５７億４９百万円、地

方債３８億１百万円、社債１３１億９百万円、預貯金８７億９０百万円などであります。また、利息及び配

当金収入は６億９９百万円となりました。

○対処すべき課題
東日本大震災の影響により、東北地方を中心として、甚大な被害がございました。この地震等により被

災された方々へ、迅速・公平・的確な保険金のお支払いに向けた対応等を行なってまいります。

また、お客さまの声をふまえた商品・サービスの改善、保険金支払等のお客さまサービスの適時・適切

な遂行はもとより、コンプライアンス・リスク管理態勢のいっそうの充実を図り、お客さまからより高い

信頼をいただけるよう取組みを進めてまいります。

なお、法人専門の損害保険会社として、商品・サービス、販売チャネル等の特色化をさらに進化させ、

ニッチ分野での優位性を発揮して中長期的に成長できる事業の基盤強化に取組み、「お客さまを大切にす

る会社」の実現に向け邁進していく所存です。
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1 主要な業務の状況を示す指標（直近５事業年度）2

年　度
項　目

正 味 収 入 保 険 料
（対前期増減率）

経 常 収 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

資 本 金 の 額
（発行済株式総数）

純 資 産 額

総 資 産 額
（うち積立勘定）

責 任 準 備 金 残 高

貸 付 金 残 高

有 価 証 券 残 高

ソルべンシー･マージン比率

配 当 性 向

従 業 員 数

平成１８年度

14,287

（0.6％）

16,838

1,395

2,395

52,000

（40万株）

70,494

98,371

（6,547）

20,801

150

86,409

5,713.7％

－

162名

13,929

（△2.5％）

16,776

1,472

1,258

52,000

（40万株）

72,007

98,918

（4,872）

19,116

21

85,639

6,342.6％

－

154名

平成１９年度

13,721

（△1.5％）

16,142

2,248

1,282

52,000

（40万株）

73,250

98,689

（4,249）

18,167

15

86,824

6,733.3％

83.3％

161名

平成２０年度

13,411

（△2.3％）

15,041

900

379

52,000

（40万株）

72,658

97,645

（3,652）

17,448

14

85,865

7,326.9％

41.7％

166名

平成２１年度

13,688

（2.1％）

14,886

916

379

52,000

（40万株）

56,342

81,003

（3,079）

17,051

13

62,661

5,828.0％

4,339.7％

175名

平成２２年度

（単位：百万円）
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1 業務の状況を示す指標3

1. 保険料・一人当たり保険料
（単位：百万円、％）

（注）正味収入保険料は、元受・受再契約に係る収入保険料から出再契約に係る支払再保険料を控除したものです。

（１）正味収入保険料

《主要な業務の状況を示す指標》

（注）１．元受正味保険料（含む収入積立保険料）は、元受保険料から元受解約返戻金・その他返戻金を差し引いた金額です。（積立保険の
積立保険料部分を含みます。）

２．従業員一人当たり元受正味保険料（含む収入積立保険料）＝元受正味保険料（含む収入積立保険料）
元受正味保険料（含む収入積立保険料）

従業員数

（単位：百万円、％）（２）元受正味保険料（含む収入積立保険料）

年　度

種　目

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

従業員一人当たり元受正味保険料

（含む収入積立保険料）

うち収入積立保険料

年　度

種　目 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

477

57

10,948

△13

740

1,511

3.5

0.4

79.8

△0.1

5.4

11.0

13,721 100.0

平成２０年度

844

5

11,418

△0

－

2,603

14,870

5.7

0.0

76.8

△0.0

－

17.5

100.0

133 0.9

92

平成２０年度

384

39

10,714

△13

873

1,412

2.9

0.3

79.9

△0.1

6.5

10.5

13,411 100.0

平成２１年度

718

3

11,221

△0

－

2,583

14,527

4.9

0.0

77.2

△0.0

－

17.8

100.0

99 0.7

87

平成２１年度

395

34

11,075

2

848

1,332

2.9

0.3

80.9

0.0

6.2

9.7

13,688 100.0

平成２２年度

654

3

11,585

△0

－

2,338

14,582

4.5

0.0

79.4

△0.0

－

16.0

100.0

88 0.6

83

平成２２年度
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1. 保険料・一人当たり保険料2. 受再正味保険料の額及び支払再保険料の額
（単位：百万円、％）（１）受再正味保険料

（単位：百万円、％）（２）支払再保険料

（注）解約返戻金は、元受解約返戻金、受再解約返戻金及び積立解約返戻金の合計額を表示しています。

3. 解約返戻金
（単位：百万円）

年　度

種　目

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

年　度

種　目

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

37

56

－

2

740

115

3.9

6.0

－

0.3

77.7

12.1

952 100.0

平成２０年度

271

4

469

15

－

1,207

13.8

0.2

23.8

0.8

－

61.3

1,968 100.0

平成２０年度

年　度

種　目

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

平成２０年度

249

176

2

25

0

26

18

27

44

－

2

873

105

2.6

4.2

－

0.3

82.9

10.0

1,053 100.0

平成２１年度

262

7

507

16

－

1,276

12.7

0.4

24.5

0.8

－

61.6

2,070 100.0

平成２１年度

29

37

－

2

848

106

2.9

3.6

－

0.3

82.8

10.4

1,024 100.0

平成２２年度

200

6

510

0

－

1,112

11.0

0.4

27.9

0.0

－

60.8

1,830 100.0

平成２２年度

平成２１年度

232 206

162

8

21

－

18

21

平成２２年度

143

7

23

－

21

9
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1. 保険料・一人当たり保険料4. 正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額
（単位：百万円、％）（１）正味支払保険金

（単位：百万円、％）（２）元受正味保険金

（注）正味支払保険金は、元受正味保険金と他の保険会社へ再保険で支払った受再保険金の合計額から、出再先の保険会社から受け取る回
収再保険金を控除した保険金です。

年　度

種　目

火 災
海 上
傷 害
自 動 車
自動車損害賠償責任
そ の 他

合 計

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

年　度

種　目

火 災
海 上
傷 害
自 動 車
自動車損害賠償責任
そ の 他

合 計

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

212

34

3,135

255

998

422

4.2

0.7

62.0

5.1

19.7

8.3

5,059 100.0

平成２０年度

150

22

3,459

192

934

331

3.0

0.4

68.0

3.8

18.3

6.5

5,091 100.0

平成２１年度

370

△0

3,253

332

－

618

8.1

△0.0

71.1

7.3

－

13.5

4,574 100.0

平成２０年度

157

△0

3,591

354

－

452

3.5

△0.0

78.8

7.8

－

9.9

4,555 100.0

平成２１年度

172

18

3,659

23

1,036

260

3.3

0.4

70.8

0.5

20.0

5.0

5,171 100.0

平成２２年度

181

△0

3,796

27

－

275

4.2

△0.0

88.7

0.6

－

6.4

4,280 100.0

平成２２年度

1. 保険料・一人当たり保険料5. 受再正味保険金の額及び回収再保険金の額
（単位：百万円、％）（１）受再正味保険金

（単位：百万円、％）（２）回収再保険金

年　度

種　目

火 災
海 上
傷 害
自 動 車
自動車損害賠償責任
そ の 他

合 計

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

年　度

種　目

火 災
海 上
傷 害
自 動 車
自動車損害賠償責任
そ の 他

合 計

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

0

35

－

5

998

16

0.0

3.4

－

0.5

94.6

1.6

1,056 100.0

平成２０年度

158

0

117

81

－

212

27.8

0.1

20.6

14.3

－

37.2

571 100.0

平成２０年度

－

23

－

4

934

91

－

2.3

－

0.5

88.6

8.7

1,054 100.0

平成２１年度

7

0

131

166

－

211

1.4

0.2

25.4

32.1

－

40.9

518 100.0

平成２１年度

－

19

－

2

1,036

19

－

1.8

－

0.2

96.1

1.8

1,078 100.0

平成２２年度

8

0

136

6

－

35

4.5

0.2

73.0

3.4

－

18.8

187 100.0

平成２２年度
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（注）１．上記営業費及び一般管理費は、損益計算書に記載の平成２０年度４,６３８百万円、平成２１年度４,６８６百万円、平成２２年度４,５３９百万円
のうち保険引受に係る金額です。

２．その他収支は、自動車損害賠償責任保険等に係る法人税相当額等です。

6. 保険引受利益
（単位：百万円）

【保険種目別保険引受利益】 （単位：百万円）

《保険契約に関する指標》

積立保険（貯蓄型保険）では、保険期間が終了し満期を迎えられたご契約者に対して、満期返戻金をお

支払いするとともに、保険期間中の運用利回りが予定利率を上回った場合には、毎月の満期契約毎に契約

者配当金を計算してお支払いいたします。

なお、平成２２年度に満期を迎えられたご契約につきましては、長引く低金利情勢の影響もあり、契約

者配当金はございませんでした。

1. 契約者配当

年　度

種　目

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

年　度

区　分

保 険 引 受 収 益

保 険 引 受 費 用

営業費及び一般管理費

そ の 他 収 支

保 険 引 受 利 益

平成２０年度

1,518

△404

△3

2,010

100

－

△185

平成２０年度

1,518

15,298

9,241

4,536

△1

平成２１年度

285

△461

21

904

△9

－

△170

平成２１年度

285

14,320

9,450

4,583

△1

平成２２年度

385

△225

△12

681

△48

－

△9

平成２２年度

385

14,257

9,429

4,441

△1



Ⅳ
主
要
な
業
務
に

関
す
る
事
項

57

2. 正味損害率、正味事業費率及びその合算率
（単位：％）

種　目

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

正味損害率 正味事業費率 合算率

55.1

60.9

33.7

－

134.9

37.1

42.6

154.2

38.5

46.9

－

－

82.8

52.4

209.3

99.4

80.6

－

134.9

119.9

94.9

平成２０年度

52.2

55.2

38.3

－

106.9

26.8

43.6

200.6

36.5

48.1

－

－

83.2

53.3

252.8

91.7

86.4

－

106.9

110.0

96.9

平成２１年度

55.8

53.9

38.5

1,228.8

122.2

23.0

43.0

138.0

117.9

47.9

1,068.6

－

87.3

51.7

193.8

171.8

86.4

2,297.4

122.2

110.3

94.7

平成２２年度

正味損害率 正味事業費率 合算率 正味損害率 正味事業費率 合算率

（注）１．正味損害率＝

（ ２．正味事業費率＝

（ ３．合算率＝正味損害率＋正味事業費率

正味支払保険金＋損害調査費
正味収入保険料

諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費
正味収入保険料

3. 出再控除前の発生損害率、事業費率及びその合算率
（単位：％）

種　目

火 災

海 上

傷 害

（ 医 　 療 ）

（ が 　 ん ）

（ 介 　 護 ）

（ そ の 他 ）

自 動 車

そ の 他

合 計

19.9

60.7

36.5

46.0

－

－

33.2

△13,224.3

23.4

34.9

13.4

43.4

50.2

－

－

40.7

△1,600.8

16.8

37.8

117.1

28.4

47.4

1,094.2

53.1

51.8

152.0

41.7

90.8

△506.6

69.9

89.6

平成２１年度

27.6

28.1

40.3

49.4

－

－

36.6

1,431.4

9.8

34.2

52.8

97.0

47.7

2,831.1

50.0

48.8

80.4

125.1

88.1

4,262.5

59.7

83.0

平成２２年度

（注）１．地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しております。

（ ２．発生損害率＝

（ ３．事業費率＝

（ ４．合算率＝発生損害率＋事業費率
（ ５．出再控除前の発生損害額＝支払保険金＋出再控除前の支払備金積増額
（ ６．出再控除前の既経過保険料＝収入保険料－出再控除前の未経過保険料積増額

出再控除前の発生損害額＋損害調査費
出再控除前の既経過保険料

支払諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費
出再控除前の既経過保険料

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

31.3

76.3

35.0

46.3

1,963.0

51.0

49.3

96.2

95.7

82.8

△11,261.3

74.4

80.6

平成２０年度

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

発生損害率 事業費率 合算率発生損害率 事業費率 合算率発生損害率 事業費率 合算率
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（注）１．出再先保険会社の数は、特約再保険を１,０００万円以上出再している再保険者（プール出再を含む）を対象にしています。
（注）２．（ ）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法施行規則第７１条に基づいて、保険料積立金を積み立て

ないとした保険契約に限ります。）

（注）（ ）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法施行規則第７１条に基づいて、保険料積立金を積み立て
ないとした保険契約に限ります。）

（注）１．特約再保険を１,０００万円以上出再している再保険者を対象としています。ただし、再保険プールを含んでいません。格付区分は、
スタンダード＆プアーズ（S&P）の格付を使用しています。

（注）２．（ ）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法施行規則第７１条に基づいて、保険料積立金を積み立て
ないとした保険契約に限ります。）

5. 出再を行なった再保険者の数

6. 出再保険料の上位5社の割合

7. 出再保険料の格付ごとの割合

平成２０年度
100

（100）

A以上

0
（0）

BBB以上

0
（0）

その他
格付なし・
不明・BB以下（ ）

100
（100）

平成２１年度
100

（100）
0

（0）
0
（0）

100
（100）

平成２２年度
100

（100）
0

（0）
0
（0）

100
（100）

合計

（単位：％）

年　度
区　分

国 内 契 約

海 外 契 約

100.0

0.0

平成２０年度

100.0

0.0

平成２１年度

100.0

0.0

平成２２年度

4. 国内契約・海外契約別の収入保険料の割合

（注）上表は、収入保険料（元受正味保険料（除く収入積立保険料）と受再正味保険料の合計）について国内契約及び海外契約の割合を記
載しております。

年　度
区　分

出再先保険会社の数
15
（1）

平成２０年度

年　度
区　分

格付区分

年　度

出再保険料のうち
上位5社の出再先に集中している割合

76.64
（98.95）

平成２０年度

12
（1）

平成２１年度

15
（1）

平成２２年度

74.22
（98.66）

平成２１年度

79.09
（98.95）

平成２２年度

（単位：％）

（単位：％）
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《経理に関する指標》

1. 保険契約準備金
（単位：百万円）（１）支払備金

（単位：百万円）（２）責任準備金

（注）１．地震・自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いております。
（注）２．（ ）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法施行規則第７１条に基づいて、保険料積立金を積み立て

ないとした保険契約に限ります。）

8. 未収再保険金の額
（単位：百万円）

① 年度開始時の未収再保険金

② 当該年度に回収できる事由が発生した額

③ 当該年度回収等

④ ①＋②－③＝年度末の未収再保険金

年　度　
区　分

53
（13）

567
（36）

257
（31）

364
（19）

平成２０年度

364
（19）

517
（41）

748
（21）

133
（38）

平成２１年度

133
（38）

181
（43）

192
（42）

121
（39）

平成２２年度

年　度

種　目

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

年　度

種　目

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

平成２０年度末

4,582

92

46

3,189

488

343

422

平成２０年度末

18,167

7,043

57

6,679

1,284

1,669

1,433

平成２１年度末

4,901

116

30

3,765

243

352

392

平成２１年度末

17,448

6,329

54

6,651

1,284

1,637

1,490

平成２２年度末

5,120

161

23

3,955

237

417

325

平成２２年度末

17,051

5,578

49

7,283

1,284

1,423

1,431
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（単位：百万円）

3. 引当金明細表
【平成２２年度】

貸
倒
引
当
金

区　分

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

特定海外債権引当勘定

退 職 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

合 計

0

0

－

－

148

51

200

0

－

－

－

129

12

141

－

0

－

－

148

－

149

－

0

－

－

－

－

0

0

0

－

－

129

63

193

平成２１年度末
残高

平成２２年度
増加額

平成２２年度減少額 平成２２年度末
残高目的使用 その他

（注）１．積立方式及び積立率は、保険業法第３条第５項第１号に掲げる保険に係る保険契約及び保険業法第３条第５項第１号に掲げる保
険を主たる保険としている保険契約を除いております。

（注）２．保険料積立金及び積立保険に係る払戻積立金以外について積立方式という概念がないため、積立方式は保険料積立金及び積立保
険に係る払戻積立金について記載しております。

（注）３．積立率＝（実際に積立てている普通責任準備金＋払戻積立金）÷（下記（１）～（３）の合計額）
（１）標準責任準備金対象契約に係る平成８年大蔵省告示第４８号に定める方式により計算した保険料積立金及び払戻積立金（保

険業法施行規則第６８条第２項に定める保険契約に限る）
（２）標準責任準備金対象外契約に係る平準純保険料式により計算した平成１３年７月１日以降に保険期間が開始する保険契約に

係る保険料積立金、保険業法施行規則第６８条第２項に定める保険契約以外の保険契約で平成１３年７月１日以降に保険期
間が開始する保険契約に係る払戻積立金並びに平成１３年７月１日前に保険期間が開始する保険契約に係る普通責任準備金
及び払戻積立金

（３）平成１３年７月１日以降に保険期間が開始する保険契約に係る未経過保険料

2. 責任準備金積立水準

積立方式

区　　分

標準責任準備金対象契約

標準責任準備金対象外契約

平成２１年度末

標準責任準備金

平準純保険料式

100.0％

平成２２年度末

標準責任準備金

平準純保険料式

100.0％積立率

該当事項ありません。

4. 貸付金償却の額

（単位：百万円）【平成２１年度】

貸
倒
引
当
金

区　分

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

特定海外債権引当勘定

退 職 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

合 計

－

0

－

－

137

34

172

0

－

－

－

148

17

166

－

－

－

－

137

－

137

－

0

－

－

－

－

0

0

0

－

－

148

51

200

平成２０年度末
残高

平成２１年度
増加額

平成２１年度減少額 平成２１年度末
残高目的使用 その他
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6. 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動

損害率の上昇シナリオ すべての保険種目について、均等に発生損害率が1％上昇すると仮定いたします。

計算方法

経常利益の減少額

○増加する発生損害額＝既経過保険料×1％
○増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積増額の内訳については、当年度発生
事故におけるそれぞれの割合により按分しております。
○増加する異常危険準備金取崩額＝正味支払保険金の増加を考慮した取崩額－決算時取崩額
○経常利益の減少額＝増加する発生損害額－増加する異常危険準備金取崩額

128百万円
（注）異常危険準備金残高の取崩額0百万円

（注）地震保険、自動車損害賠償責任保険については、ノーロス・ノープロフィットの原則に基づき、増加する発生保険金は責任準備金の
取崩等により相殺しております。

（単位：百万円）

5. 資本金等明細表
【平成２２年度】

区　分
平成２１年度末

残高
平成２２年度
増加額

平成２２年度
減少額

平成２２年度末
残高

資　　　本　　　金

普 通 株 式うち既発行株式

資本準備金及び

その他資本剰余金

（資本準備金）

株式払込剰余金

（その他資本剰余金）

合　　　　計

52,000

（400,000株）
52,000

08,730

－

08,730

08,213

－

08,213

－

（ －　）

－

01,455

08,730

10,185

01,839

－

01,839

－

（ －　）

－

08,730

08,730

17,460

－

－

－

52,000

（400,000株）
52,000

01,455

－

01,455

02,053

－

02,053

利益準備金及び

任意積立金

（利益準備金）

（任意積立金）

合　　　　計

（単位：百万円）【平成２１年度】

区　分
平成２０年度末

残高
平成２１年度
増加額

平成２１年度
減少額

平成２１年度末
残高

資　　　本　　　金

普 通 株 式うち既発行株式

資本準備金及び

その他資本剰余金

（資本準備金）

株式払込剰余金

（その他資本剰余金）

合　　　　計

52,000

（400,000株）
52,000

08,730

－

08,730

－

－

－

－

（ －　）

－

－

－

－

08,213

－

08,213

－

（ －　）

－

－

－

－

－

－

－

52,000

（400,000株）
52,000

08,730

－

08,730

08,213

－

08,213

利益準備金及び

任意積立金

（利益準備金）

（任意積立金）

合　　　　計
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（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

年　度
区　分

人 件 費

物 件 費

税 金

拠 出 金

負 担 金

計

（ 損 害 調 査 費 ）

（営業費及び一般管理費）

諸手数料及び集金費

事 業 費 合 計

1,980

3,263

168

0

7

5,419

780

4,638

2,649

8,068

平成２０年度

2,005

3,270

159

△0

7

5,443

756

4,686

2,566

8,010

平成２１年度

1,999

3,085

157

0

7

5,249

709

4,539

2,637

7,886

平成２２年度

（単位：百万円）

（注）金額は損益計算書における損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計であります。

7. 事業費の内訳

該当事項ありません。

8. 売買目的有価証券運用損益

区　分

国 債 等

株 式

外 国 証 券

合 計

9. 有価証券売却益
（単位：百万円）

区　分

国 債 等

株 式

外 国 証 券

合 計

10. 有価証券売却損
（単位：百万円）

－

－

－

－

平成２０年度

0

－

－

0

平成２０年度

0

－

－

0

平成２１年度

－

－

－

－

平成２１年度

7

－

－

7

平成２２年度

－

－

－

－

平成２２年度

11. 有価証券評価損
該当事項ありません。
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（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

合 計

（単位：百万円）

処分益 処分損

13. 固定資産の処分損益

処分益 処分損 処分益 処分損

0 1

0

－

－

－

0

－

1

－

1

－

0

－

平成２０年度

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

平成２１年度

－ 0

－

－

－

－

－

－

0

－

－

－

0

－

平成２２年度

有 形 固 定 資 産

（ 土　　地　　）

（ 建　　物　　）

（ リース資産　）

（その他の有形固定資産）

無 形 固 定 資 産

年　度

区　分

（単位：百万円、％）

12. 減価償却費明細表
【平成２２年度】

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

区　分

建 物

（ 営 業 用 ）

（ 賃 貸 用 ）

その他の有形固定資産

合 計

2,681

1,677

1,004

168

2,849

74

46

27

14

88

1,560

976

584

117

1,678

1,120

700

419

50

1,170

58.2

58.2

58.2

70.2

58.9

取得原価
平成２２年度
償却額

償却累計額
平成２２年度末

残高
償却累計率

（単位：百万円、％）【平成２１年度】

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

区　分

建 物

（ 営 業 用 ）

（ 賃 貸 用 ）

その他の有形固定資産

合 計

2,648

1,657

991

138

2,787

76

48

28

16

93

1,486

929

556

107

1,593

1,162

727

435

31

1,194

56.1

56.1

56.1

77.2

57.2

取得原価
平成２１年度
償却額

償却累計額
平成２１年度末

残高
償却累計率
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1. 資産運用方針
○運用環境

平成２２年度の日本経済は、大幅な需給ギャップを背景にデフレ基調が継続しました。その中、企業収
益は堅調な回復を見せ株価も底堅く推移しましたが、３月１１日の東日本大震災をきっかけに大きく調整
を余儀なくされました。長期金利は日銀の積極的な金融緩和などから年度半ばには１％を割れるところま
で急低下したのち、年度末には１.２％台まで戻しましたが、引き続き低位のまま推移しました。
○資産運用方針
資産の運用にあたりましては、安全性・健全性・流動性に留意しつつ、公社債を中心とする円金利資産

ポートフォリオの構築をめざし、中長期的に安定収益を確保することを基本方針としております。
また、資産運用に係るリスクにつきましては、金利リスクを中心とした市場関連リスクや信用リスク等

の把握・分析、資産の自己査定の厳正な実施等を通じて、積立勘定資産を含めた総合的なリスク管理体制
の整備・拡充をはかり、資産の健全性の維持に努めております。
○運用実績の概要

平成２３年３月３１日現在の総資産は８１０億３百万円、運用資産は７５１億７９百万円で、総資産に対す
る運用資産の比率は９２.８％となっております。
資産の配分につきましては、安定収益確保の観点から、国債、地方債、事業債等を中心とする円金利資

産への重点配分を実施いたしました結果、資産の主な内訳は、公社債７７.４％、土地・建物４.６％となりま
した。また、利息及び配当金収入は６億９９百万円、運用資産利回り（インカム利回り）は０.８６％となり
ました。

《資産運用に関する指標》

2. 現金及び預貯金
（単位：百万円）

区　分
年　度

現 金

預 貯 金

（ 郵 便 振 替 ）

（ 当 座 預 金 ）

（ 普 通 預 金 ）

（ 通 知 預 金 ）

（ 定 期 預 金 ）

（ 譲 渡 性 預 金 ）

合 計

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

平成２０年度末

1

2,038

7

1,162

868

－

－

－

2,040

平成２１年度末

3

2,253

6

1,421

825

－

－

－

2,256

平成２２年度末

4

8,790

6

7,694

1,089

－

－

－

8,795
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1. 保険料・一人当たり保険料4. 利息配当収入の額及び運用利回り
（単位：百万円、％）

（注）１．運用資産利回り（インカム利回り）＝利息及び配当金収入　

２．月平均運用額は区分毎の各月末残高（取得原価または償却原価）の合計額を１２で除したものとしています。
２．ただし、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金および買入金銭債権は各月平均残高の合計額を１２で除したものと
しています。

利息及び配当金収入
月平均運用額

3. 資産運用の概況
（単位：百万円、％）

年　度

区　分

総 資 産

運 用 資 産

預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

（ う ち 株 式 ）

貸 付 金

土 地 ・ 建 物

運

用

資

産

内

訳

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

86,824

（1）

88.0

（0.0）

98,689

92,701

2,038

－

－

－

－

－

－

15

3,823

100.0

93.9

2.1

－

－

－

－

－

－

0.0

3.9

平成２０年度末

85,865

（1）

87.9

（0.0）

97,645

91,889

2,253

－

－

－

－

－

－

14

3,756

100.0

94.1

2.3

－

－

－

－

－

－

0.0

3.8

平成２１年度末

62,661

（1）

77.4

（0.0）

81,003

75,179

8,790

－

－

－

－

－

－

13

3,713

100.0

92.8

10.9

－

－

－

－

－

－

0.0

4.6

平成２２年度末

預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

土 地 ・ 建 物

年　度

区　分

小 計

地 震 保 険 運 用 益 等

合 計

収入金額 利回り 収入金額 利回り 収入金額 利回り

0

－

－

－

－

－

－

786

0

160

947

3

951

0.00

－

－

－

－

－

－

0.91

2.73

4.15

1.03

－

－

平成２０年度

0

－

－

－

－

－

－

639

0

160

800

6

807

0.00

－

－

－

－

－

－

0.75

2.61

4.21

0.88

－

－

平成２１年度

0

－

－

－

－

－

－

531

0

160

692

7

699

0.00

－

－

－

－

－

－

0.72

2.39

4.26

0.86

－

－

平成２２年度
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時価会計導入を機に、業界として損害保険会社の開示利回りのあり方を見直した結果、従来の運用資産利

回り（インカム利回り）のみでは運用の実態を必ずしも適切に反映できないと考え、以下の二つの利回りを

開示しております。

（１）資産運用利回り（実現利回り）

資産運用に係る成果を、当期の期間損益（損益計算書）への寄与の観点から示す指標です。分子は

実現損益、分母は取得原価をベースとした利回りです。

（２）（参考）時価総合利回り

時価ベースでの運用効率を示す指標です。分子は実現損益に加えて時価評価差額の増減を反映させ、

分母は時価をベースとした利回りです。

それぞれの利回りにつきましては、以下の項目５、項目６を参照ください。

5. 資産運用利回り（実現利回り）
（単位：百万円、％）

（注）１．資産運用利回り（実現利回り）＝

２．月平均運用額は区分毎の各月末残高（取得原価または償却原価）の合計額を１２で除したものとしています。
ただし、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金および買入金銭債権は各月平均残高の合計額を１２で除したものと
しています。

資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用
月平均運用額

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

貸 付 金

土 地 ・ 建 物

金 融 派 生 商 品

そ の 他

合 計

資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース）

利回り

有 価 証 券

（ 公 社 債 ）

（ 株 　 　 式 ）

（ 外 国 証 券 ）

（その他の証券）

資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース）

利回り 資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース）

利回り

0

－

－

－

－

－

－

639

638

0

0

－

0

160

－

6

807

2,235

－

－

－

－

－

－

85,294

85,268

1

24

－

13

3,820

91,364

0.00

－

－

－

－

－

－

0.75

0.75

13.48

2.11

－

2.61

4.21

0.88

平成２１年度

0

－

－

－

－

－

－

538

538

0

－

－

0

160

－

7

706

2,625

－

－

－

－

－

－

73,909

73,908

1

－

－

14

3,769

80,318

0.00

－

－

－

－

－

－

0.73

0.73

20.00

－

－

2.39

4.26

0.88

平成２２年度

0

－

－

－

－

－

－

785

782

1

1

－

0

160

－

3

951

2,105

－

－

－

－

－

－

86,230

86,129

1

99

－

18

3,878

92,233

0.00

－

－

－

－

－

－

0.91

0.91

65.45

1.91

－

2.73

4.15

1.03

平成２０年度年　度

区　分
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外

貨

建

円

貨

建

海
外
投
融
資
利
回
り

（単位：百万円、％）

（注）１．運用資産利回り（インカム利回り）は、海外投融資に係る資産について、P.６５の項目４と同様の方法により算出したものです。
２．資産運用利回り（実現利回り）は、海外投融資に係る資産について、P.６６の項目５と同様の方法により算出したものです。
３．時価総合利回りは、海外投融資に係る資産について、P.６７の項目６と同様の方法により算出したものです。

7. 海外投融資残高及び利回り

年　度

区　分

外 国 公 社 債
外 国 株 式
そ の 他

外 貨 建 資 産 計

非 居 住 者 貸 付
外 国 公 社 債
そ の 他

運用資産利回り
（インカム利回り）

資産運用利回り
（ 実 現 利 回 り ）
（参考）
時価総合利回り

円 貨 建 資 産 計

合 計

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

残高 構成比 残高 構成比

－

－

－

－

－

100

－

100

100

1.91

1.91

0.88

－

－

－

－

－

100.0

－

100.0

100.0

平成２０年度末

－

－

－

－

－

2.11

2.11

0.37

－

－

－

－

－

平成２１年度末

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

平成２２年度末

残高 構成比

6.（参考）時価総合利回り
（単位：百万円、％）

（注）時価総合利回り＝

＊税効果控除前の金額による

（資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用）＋（当期末評価差額＊－前期末評価差額＊）＋繰延ヘッジ損益増減
月平均運用額＋その他有価証券に係る前期末評価差額＊＋売買目的有価証券に係る前期末評価損益

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

貸 付 金

土 地 ・ 建 物

金 融 派 生 商 品

そ の 他

合 計

資産運用損益
（時価ベース）

平均運用額
（時価ベース）

利回り

有 価 証 券

（ 公 社 債 ）

（ 株 　 　 式 ）

（ 外 国 証 券 ）

（その他の証券）

資産運用損益
（時価ベース）

平均運用額
（時価ベース）

利回り 資産運用損益
（時価ベース）

平均運用額
（時価ベース）

利回り

0

－

－

－

－

－

－

792

792

0

0

－

0

160

－

6

960

2,235

－

－

－

－

－

－

85,904

85,878

1

25

－

13

3,820

91,974

0.00

－

－

－

－

－

－

0.92

0.92

13.48

0.37

－

2.61

4.21

1.04

平成２１年度

0

－

－

－

－

－

－

190

190

0

－

－

0

160

－

7

358

2,625

－

－

－

－

－

－

74,672

74,671

1

－

－

14

3,769

81,081

0.00

－

－

－

－

－

－

0.26

0.26

20.00

－

－

2.39

4.26

0.44

平成２２年度

0

－

－

－

－

－

－

723

721

1

0

－

0

160

－

3

888

2,105

－

－

－

－

－

－

86,903

86,800

1

101

－

18

3,878

92,905

0.00

－

－

－

－

－

－

0.83

0.83

65.45

0.88

－

2.73

4.15

0.96

平成２０年度年　度

区　分
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該当事項ありません。

8. 商品有価証券

1. 保険料・一人当たり保険料9. 保有有価証券の内訳
（単位：百万円、％）

10. 保有有価証券利回り
（単位：％）

（注）１．「区分」欄の「公社債」は貸借対照表の「国債」、「地方債」、及び「社債」を指しています。
（注）２．運用資産利回り（インカム利回り）は、P.６５の項目４と同様の方法により算出したものです。

３．資産運用利回り（実現利回り）は、P.６６の項目５と同様の方法により算出したものです。
４．時価総合利回りは、P.６７の項目６と同様の方法により算出したものです。

年　度

区　分

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他 の 証 券

合 計

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

63,107

10,023

13,592

1

100

－

72.7

11.5

15.7

0.0

0.1

－

86,824 100.0

平成２０年度末

47,039

20,676

18,148

1

－

－

54.8

24.1

21.1

0.0

－

－

85,865 100.0

平成２１年度末

45,749

3,801

13,109

1

－

－

73.0

6.1

20.9

0.0

－

－

62,661 100.0

平成２２年度末

区　分

年　度

公 社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他 の 証 券

合 計

運用資産
利 回 り
インカム
利 回 り

資産運用
利 回 り
実　現
利回り

（参考）
時価総合
利 回 り（ ）（ ）

運用資産
利 回 り
インカム
利 回 り

資産運用
利 回 り
実　現
利回り

（参考）
時価総合
利 回 り（ ）（ ）

平成２０年度

0.91

65.45

1.91

－

0.91

65.45

1.91

－

0.83

65.45

0.88

－

0.91 0.91 0.83

平成２１年度

0.75

13.48

2.11

－

0.75

13.48

2.11

－

0.92

13.48

0.37

－

0.75 0.75 0.92

平成２２年度

0.72

20.00

－

－

0.73

20.00

－

－

0.26

20.00

－
－

0.72 0.73 0.26

運用資産
利 回 り
インカム
利 回 り

資産運用
利 回 り
実　現
利回り

（参考）
時価総合
利 回 り（ ）（ ）
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年　度

区　分

金 融 保 険 業

合 計

株数 金額 構成比

12. 業種別保有株式
（単位：株、百万円、％）

（注）１．業種別区分は、証券取引所の業種分類に準じています。
（注）２．銀行業、保険業及びその他金融業は金融保険業として記載しています。

（単位：百万円）

11. 有価証券残存期間別残高
【平成２２年度末】

国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
（公社債）
（ 株 式 ）
その他の証券

合 計

１年以下区　分 １ 年 超
３年以下

３ 年 超
５年以下

５ 年 超
７年以下

７ 年 超
１０年以下

１０ 年 超 合　計（期間の定めのない
ものを含む）

5,671

832

3,286

－

－

（ －）

（ －）

－

9,860

1,036

640

－

－

（ －）

（ －）

－

9,790 11,537

9,014

－

97

－

－

（ －）

（ －）

－

9,112

13,182

－

－

－

－

（ －）

（ －）

－

13,182

－

－

－

1

－

（ －）

（ －）

－

1

45,749

3,801

13,109

1

－

（ －）

（ －）

－

62,661

8,020

1,932

9,084

－

－

（ －）

（ －）

－

19,036

株数 金額 構成比 株数 金額 構成比

平成２０年度末

13

13

1

1

100.0

100.0

平成２１年度末

13

13

1

1

100.0

100.0

平成２２年度末

13

13

1

1

100.0

100.0

（単位：百万円）【平成２１年度末】

国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
（公社債）
（ 株 式 ）
その他の証券

合 計

１年以下区　分 １ 年 超
３年以下

３ 年 超
５年以下

５ 年 超
７年以下

７ 年 超
１０年以下

１０ 年 超 合　計（期間の定めのない
ものを含む）

31,619

17,104

4,597

－

－

（ －）

（ －）

－

3,431

1,578

3,933

－

－

（ －）

（ －）

－

53,321 8,942

2,000

－

223

－

－

（ －）

（ －）

－

2,223

－

－

－

－

－

（ －）

（ －）

－

－

－

－

－

1

－

（ －）

（ －）

－

1

47,039

20,676

18,148

1

－

（ －）

（ －）

－

85,865

9,989

1,993

9,394

－

－

（ －）

（ －）

－

21,377
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（単位：百万円）【平成２２年度末】

13. 貸付金残存期間別残高

（注）残存期間１年以下の貸付金２百万円は保険料振替貸付、残存期間１０年超（期間の定めのないものを含む）の貸付金１１百万円は契約
者貸付となっております。

変 動 金 利
固 定 金 利

合 計

１年以下区　分 １ 年 超
３年以下

３ 年 超
５年以下

５ 年 超
７年以下

７ 年 超
１０年以下

１０ 年 超 合　計（期間の定めのない
ものを含む）

－

2

2

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

11

11

－

－

－

－

13

13

1. 保険料・一人当たり保険料14. 貸付金担保別内訳
（単位：百万円、％）

区　分
年　度

担 保 貸 付

保 証 貸 付

信 用 貸 付

そ の 他

一 般 貸 付 計

約 款 貸 付

合 計

金　額 構成比

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ － － － －

－

－

－

－

15

15

－

－

－

－

100.0

100.0

平成２０年度末

－

－

－

－

14

14

－

－

－

－

100.0

100.0

平成２１年度末

13

13

100.0

100.0

平成２２年度末

金　額 構成比 金　額 構成比

変 動 金 利
固 定 金 利

合 計

１年以下区　分 １ 年 超
３年以下

３ 年 超
５年以下

５ 年 超
７年以下

７ 年 超
１０年以下

１０ 年 超 合　計（期間の定めのない
ものを含む）

－

3

3

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

10

10

－

－

－

－

14

14

（単位：百万円）【平成２１年度末】

（注）残存期間１年以下の貸付金３百万円は保険料振替貸付、残存期間１０年超（期間の定めのないものを含む）の貸付金１０百万円は契約
者貸付となっております。

該当事項ありません。

15. 貸付金使途別内訳



該当事項ありません。

18. 貸付金地域別内訳
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1. 保険料・一人当たり保険料16. 貸付金業種別内訳
（単位：百万円、％）

（注）業種区分は日本標準産業分類の大分類に準じています。

区　分
年　度

農 林 ・ 水 産 業

鉱 業

建 設 業

製 造 業

卸 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

情 報 通 信 業

運 輸 業

電気・ガス・水道・熱供給業

サ ー ビ ス 業

そ の 他

（うち個人住宅・消費者ローン）

小 計

合 計

公 共 団 体

公 社 ・ 公 団

約 款 貸 付

金　額 構成比

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（ －）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（ －）

－

100.0

－

－

100.0

平成２１年度末

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（ －）

－

14

－

－

14

平成２２年度末

13

－

－

13

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（ －）

－

100.0

－

－

100.0

平成２０年度末

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（ －）

－

15

－

－

15

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（ －）

－

100.0

－

－

100.0

金　額 構成比 金　額 構成比

該当事項ありません。

17. 貸付金企業規模別内訳
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該当事項ありません。

該当事項ありません。

20. 支払承諾の残高内訳

21. 支払承諾見返の担保別内訳

（単位：百万円）

19. 有形固定資産

年　度
区　分

土 地

（ 営 業 用 ）

（ 賃 貸 用 ）

建 物

（ 営 業 用 ）

（ 賃 貸 用 ）

建 設 仮 勘 定

（ 営 業 用 ）

（ 賃 貸 用 ）

合 計

（ 営 業 用 ）

（ 賃 貸 用 ）

合 計

リ ー ス 資 産

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

その他の有形固定資産

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

平成２０年度末

2,593

1,622

971

1,229

769

460

－

－

－

3,823

2,391

1,431

－

3,848

25

平成２１年度末

2,593

1,622

971

1,162

727

435

－

－

－

3,756

2,349

1,406

－

3,787

31

平成２２年度末

2,593

1,622

971

1,120

700

419

－

－

－

3,713

2,323

1,390

－

3,763

50

1. 保険料・一人当たり保険料23. 公共関係投融資（新規引受ベース）

該当事項ありません。

（単位：百万円）

22. 長期性資産

年　度
区　分

長 期 性 資 産 4,139

平成２０年度末

3,568

平成２１年度末

3,001

平成２２年度末

（注）長期性資産の金額は、積立保険の払戻積立金・契約者配当準備金等の合計額を表示しています。

該当事項ありません。

24. 住宅関連融資
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該当事項ありません。

《特別勘定に関する指標》

平成２２年
４月１日

1.60

平成２２年
１０月８日

1.30

貸 付 の 種 類

一般貸付標準金利

（長期プライムレート）

実 施 日 （ 上 段 ） ／ 利 率 （ 下 段 ）

平成２２年
４月９日

1.65

平成２２年
１１月１０日

1.40

平成２２年
５月１１日

1.60

平成２２年
１２月１０日

1.60

平成２２年
６月１０日

1.45

平成２３年
１月１２日

1.50

平成２２年
８月１０日

1.40

平成２３年
２月１０日

1.65

平成２２年
９月１０日

1.45

平成２３年
３月１０日

1.60

（単位：％）

25. ローン金利
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1 期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト）5
（単位：百万円）

平成22年度

平成21年度

平成20年度

平成19年度

平成18年度

5,195

5,067

5,784

5,755

5,585

期首支払備金会計年度

2,300

2,673

2,655

3,222

2,832

前期以前発生事故に係る
当期支払保険金

3,035

3,064

3,149

3,705

3,291

前期以前発生事故に係る
当期末支払備金

△141

△669

△19

△1,172

△538

当期把握
見積り差額

（注）１．国内元受契約に係る出再控除前の金額であります。
（注）２．地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しております。
（注）３．当期把握見積り差額＝期首支払備金－（前期以前発生事故に係る当期支払保険金＋前期以前発生事故に係る当期末支払備金）

1 責任準備金の残高の内訳4
（単位：百万円）【平成２２年度末】

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

1,856

24

3,405

1

1,423

523

7,236

689

24

3,852

1,282

－

907

6,757

30

－

－

－

－

－

30

29

－

－

－

－

－

29

5,578

49

7,283

1,284

1,423

1,431

17,051

普通責任
準備金

異常危険
準備金

危険準備金

2,971

－

25

－

－

－

2,997

払戻積立金
契約者配当
準備金等

合　計
区　分

種　目

（単位：百万円）【平成２１年度末】

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

合 計

2,046

30

3,130

1

1,637

633

7,480

689

23

3,496

1,282

－

857

6,350

24

－

－

－

－

－

24

35

－

－

－

－

－

35

6,329

54

6,651

1,284

1,637

1,490

17,448

普通責任
準備金

異常危険
準備金

危険準備金

3,532

－

24

－

－

－

3,557

払戻積立金
契約者配当
準備金等

合　計
区　分

種　目
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1 事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表6
（単位：百万円）●自動車

累
計
保
険
金
＋
支
払
備
金

事故発生年度

事故発生年度末

1 年後

2 年後

3 年後

4 年後

最終損害見積り額

－

－

－

－

平成１８年度

金額

累 計 保 険 金

支 払 備 金

比率 変動

（単位：百万円）●傷害

（単位：百万円）●賠償責任

－

－

－

－

平成１９年度

金額 比率 変動

－

－

－

－

平成２０年度

金額 比率 変動

－

－ － －

－ －

－

－

－

－

－－ － －

－ －

－

－

－

－

－－ － －

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

平成２１年度

金額 比率 変動

－

－

－

－

平成２２年度

金額 比率 変動

累
計
保
険
金
＋
支
払
備
金

事故発生年度

事故発生年度末

1 年後

2 年後

3 年後

4 年後

最終損害見積り額

2,951

3,084

2,957

0,127

平成１８年度

金額

累 計 保 険 金

支 払 備 金

比率 変動

3,282

3,328

3,073

0,255

平成１９年度

金額 比率 変動

3,543

3,653

3,139

0,514

平成２０年度

金額 比率 変動

3,861

2,869 3,121 3,486

3,000 3,330

3,163

3,084

3,328

3,653

3,6060.972 0.951 0.984

1.046 1.067

1.054

0.975

0.999

1.048

0.934△82 △161 △57

0131 209

0162

△78

△2

0167

△255

3,606

2,872

0,733

平成２１年度

金額 比率 変動

4,103

4,103

1,790

2,312

平成２２年度

金額 比率 変動

累
計
保
険
金
＋
支
払
備
金

事故発生年度

事故発生年度末

1 年後

2 年後

3 年後

4 年後

最終損害見積り額

087

97

96

00

平成１８年度

金額

累 計 保 険 金

支 払 備 金

比率 変動

21

55

55

00

平成１９年度

金額 比率 変動

54

93

91

02

平成２０年度

金額 比率 変動

61

110 58 92

095 62

104

097

55

93

581.267 2.784 1.703

0.861 1.075

1.099

0.929

0.885

1.011

0.9530023 37 38

△15 04

0009

△7

△7

01

△2

58

48

09

平成２１年度

金額 比率 変動

33

33

12

20

平成２２年度

金額 比率 変動

（注）１．国内元受契約に係る出再控除前の金額であります。
（注）２．「比率」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した倍率を記載しております。
（注）３．「変動」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した額を記載しております。
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Ⅴ 財 産 の 状 況

1 計算書類1

1. 貸借対照表
（単位：百万円、％）

（資産の部）

現 金 及 び 預 貯 金

現 金

預 貯 金

有 価 証 券

国 債

地 方 債

社 債

株 式

貸 付 金

保 険 約 款 貸 付

有 形 固 定 資 産

土 地

建 物

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

その他の無形固定資産

そ の 他 資 産

未 収 保 険 料

代 理 店 貸

共 同 保 険 貸

再 保 険 貸

外 国 再 保 険 貸

未 収 金

未 収 収 益

預 託 金

地震保険預託金

仮 払 金

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

科　目

年　度

資 産 の 部 合 計

金　額 構成比

平成 2 2 年 度
（平成２３年３月３１日現在）

81,003 100.00

8,795

4

8,790

62,661

45,749

3,801

13,109

1

13

13

3,763

2,593

1,120

50

2,005

1,954

50

2,881

0

1,735

48

119

22

18

128

0

610

197

882

△0

10.86

77.36

0.02

4.65

2.48

3.56

1.09

△0.00

金　額 構成比

平成 2 1 年 度
（平成２２年３月３１日現在）

97,645 100.00

2,256

3

2,253

85,865

47,039

20,676

18,148

1

14

14

3,787

2,593

1,162

31

2,319

2,268

50

2,755

0

1,642

49

122

25

24

136

0

580

173

647

△0

2.31

87.94

0.01

3.88

2.38

2.82

0.66

△0.00
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（単位：百万円、％）

（負債の部）

保 険 契 約 準 備 金

支 払 備 金

責 任 準 備 金

そ の 他 負 債

共 同 保 険 借

再 保 険 借

外 国 再 保 険 借

未 払 法 人 税 等

預 り 金

前 受 収 益

未 払 金

仮 受 金

賞 与 引 当 金

特別法上の準備金

価格変動準備金

（純資産の部）

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

負 債 の 部 合 計

科　目

年　度

金　額 構成比

平成 2 2 年 度
（平成２３年３月３１日現在）

金　額 構成比

純 資 産 の 部 合 計

負債及び純資産の部合計 81,003 100.00

56,342 69.56

22,172

5,120

17,051

2,295

130

31

186

408

148

13

735

641

129

63

63

27.37

2.83

0.16

0.08

52,000

1,455

1,455

2,623

2,053

569

569

56,078

264

264

64.19

1.80

3.24

69.23

0.33

0.33

24,660 30.44

平成 2 1 年 度
（平成２２年３月３１日現在）

97,645 100.00

72,658 74.41

22,349

4,901

17,448

2,437

119

38

198

231

147

13

1,191

496

148

51

51

22.89

2.50

0.15

0.05

52,000

8,730

8,730

11,442

213

11,228

11,228

72,172

486

486

53.25

8.94

11.72

73.91

0.50

0.50

24,987 25.59
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（注）１．会計方針に関する事項は以下のとおりであります。
（１）有価証券の評価基準及び評価方法は次のとおりであります。
①その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法により行っております。なお、評価
差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基づいております。
②その他有価証券のうち時価のないものの評価は、移動平均法に基づく原価法により行っております。

（２）有形固定資産の減価償却は定率法により行っております。ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備
を除く）については、定額法により行っております。

（３）無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却は、利用可能期間に基づく定額法によっております。
（４）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理基準に準拠して行っております。
（５）貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、次のとおり計

上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債
権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による
回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き当てております。
今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及
び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認めら
れる額を引き当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を引き当て
ております。
また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、勘定科目主管部が資産査定を実施し、当該部から独立した業務監査部
が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

（６）賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。
（７）価格変動準備金は株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第１１５条の規定に基づき計上しております。
（８）リース取引開始日が平成２０年３月３１日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
（９）消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によ

っております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、５年間で均等償却を行っております。

２．（１）金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
当社は、資産の運用にあたり、安全性・健全性・流動性に留意しつつ、公社債を中心とする円金利資産ポートフォリオの
構築をめざし、中長期的に安定収益を確保することを基本方針としております。
②金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する主な金融資産は、国内の公社債を中心とする有価証券であり、全額をその他有価証券として保有しており
ます。これらは、金利リスクを中心とした市場関連リスクおよび発行体の信用リスクに晒されております。また、未払金
その他の金融負債の支払など資金管理に関して流動性リスクに晒されております。なお、当社はデリバティブ取引を行っ
ておりません。
③金融商品に係るリスク管理体制
（ i ）市場関連リスクの管理

当社は、資産運用リスク管理統括部署を収益管理部と定め資産運用リスク管理を行うとともに、リスク全般を統括管
理するリスク管理・コンプライアンス委員会に取組み状況を報告しています。
金利リスクの管理にあたっては、積立保険等の保険負債の特性に則した安定的な資産運用がはかられるよう、資産・
負債の総合的管理に努めております。また、資産運用は、取締役会等で決定された資産運用計画に基づき行われ、運
用資産の残高および損益状況を一元的に管理することを通して価格変動リスクの軽減を図っております。
さらに、当社ではＶaＲ手法による最大予想損失額の測定に加えて、通常の予測を超えた急激な市場変動が発生する
事態も想定して、ストレステストを定期的に行っております。

（ ii ）信用リスクの管理
信用リスクの管理にあたっては、個別取引ごとにリスクを慎重に見極め、安全性・健全性が高いと判断される対象に
限定して資産運用を行っております。保有資産全体の安全性・健全性に鑑み、リスクが特定企業・グループ等に集中
することのないよう運用先の分散を図るとともに、とくに一定額以上の投融資や重要度の高い案件については、経営
会議等で慎重に検討のうえ、決裁する体制となっております。

（iii）資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、流動性リスク管理統括部署を収益管理部と定め流動性リスク管理を行うとともに、リスク管理・コンプライ
アンス委員会に取組み状況を報告しています。また、低流動性資産残高の抑制、大口資金移動の事前把握等により、
手元流動性水準を的確にコントロールしております。

（iv）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
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（２）金融商品の時価等に関する事項
平成２３年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（注２）。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
資　産
①現金及び預貯金
満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
②有価証券
これらの時価については、期末日の市場価格等によっております。なお、当社は保有する有価証券をすべてそ
の他有価証券に区分しており、その他有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
（ i ）その他有価証券の当事業年度中の売却額は３５４百万円であり、売却益の合計額は７百万円であります。

また、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。

（ ii ）上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度において、減損処理を
行った有価証券はありません。

（iii）当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
③代理店貸
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりであり、「資産②　有価証券　その他有価証券」
には含めておりません。
非上場株式（貸借対照表計上額１百万円）は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることがで
きないことから時価開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

貸借対照表
計上額
（百万円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

４６,１２４

－

４６,１２４

１６,５３５

－

１６,５３５

６２,６６０合　計

種類

公社債

株　式

小　計

公社債

株　式

小　計

取得原価
（百万円）

４５,６２８

－

４５,６２８

１６,６１７

－

１６,６１７

６２,２４５

差額
（百万円）

４９６

－

４９６

△８１

－

△８１

４１４

貸借対照表
計上額

（百万円）

① 現金及び預貯金
② 有価証券
その他有価証券

③ 代理店貸

８,７９５

６２,６６０
１,７３５

資産計 ７３,１９０

時価
（百万円）

８,７９５

６２,６６０
１,７３５

７３,１９０

差額
（百万円）

－

－
－

－

１年以内
（百万円）

現金及び預貯金
預貯金
有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
国　債
地方債
社　債
代理店貸

８,７９０

５,６３０
８２８
３,２７０
１,７３５

２０,２５３合　計

１ 年 超
５年以内
（百万円）

－

１７,５７０
２,９０５
９,５７７

－

３０,０５２

５ 年 超
１０年以内
（百万円）

－

２１,４００
－

１００
－

２１,５００

１０年超
（百万円）

－

－
－
－
－

－
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３．賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項
当社では、東京都にある本社ビルにおいて一部賃貸をしており、当期末における当該賃貸等不動産の貸借対照表価額は１,３９０百
万円、時価は１,７７８百万円であります。なお、時価の算定にあたっては、社外の不動産鑑定士による鑑定評価によっております。
ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価額を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていないた
め、当該評価額や指標を用いて調整した価額によっております。

４．有形固定資産の減価償却累計額は１,６７８百万円であります。
５．関係会社に対する金銭債権の総額は０百万円、金銭債務の総額は６４４百万円であります。
６．繰延税金資産の総額は３,４５２百万円、繰延税金負債の総額は１５０百万円であります。また、繰延税金資産から評価性引当額と
して控除した額は２,４１９百万円であります。
繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、責任準備金２,７１７百万円、ソフトウェア３０３百万円及び支払備金３４０百万円であり
ます。
繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券に係る評価差額金１５０百万円であります。

７．（１）支払備金の内訳は次のとおりであります。

支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） ５,４１２百万円
同上にかかる出再支払備金 ７８０百万円

差　引（イ） ４,６３２百万円

地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金（ロ） ４８８百万円

計　（イ＋ロ） ５,１２０百万円

（２）責任準備金の内訳は次のとおりであります。

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） ６,３７８百万円
同上にかかる出再責任準備金 １,１１１百万円

差　引（イ） ５,２６６百万円

その他の責任準備金（ロ） １１,７８４百万円

計　（イ＋ロ） １７,０５１百万円

８．１株当たりの純資産額は１４０,８５６円６１銭であります。
算定上の基礎である純資産額は５６,３４２百万円、普通株式の期末株式数は４００千株であります。

９．事業年度末日後に、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象は生じておりません。
１０．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：百万円）

科　目

年　度

経 常 収 益

保 険 引 受 収 益

正 味 収 入 保 険 料

収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益

責 任 準 備 金 戻 入 額

為 替 差 益

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 収 入

有 価 証 券 売 却 益

積立保険料等運用益振替

そ の 他 経 常 収 益

14,886

14,257

13,688

88

82

397

0

623

699

7

△82

5

13,970

9,429

5,171

709

2,637

691

219

－

4,539

1

0

1

916

12

0

12

12

903

633

△109

523

379

経 常 費 用

保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金

損 害 調 査 費

諸 手 数 料 及 び 集 金 費

満 期 返 戻 金

支 払 備 金 繰 入 額

為 替 差 損

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

特別法上の準備金繰入額

価 格 変 動 準 備 金

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

（ ）
平成２２年度

平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで

15,041

14,320

13,411

99

91

718

－

715

807

0

△91

4

14,141

9,450

5,091

756

2,566

716

318

0

4,686

3

0

3

900

17

－

17

17

883

509

△5

503

379

平成２１年度
平成２１年４月１日から
平成２２年３月３１日まで （ ）

2. 損益計算書



Ⅴ
財

産

の

状

況

82

（注）１．関係会社との取引による収益総額は１３３百万円、費用総額は１,３０７百万円であります。
２．（１）正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。

収入保険料 １５,５１８百万円
支払再保険料 １,８３０百万円

差　引 １３,６８８百万円
（２）正味支払保険金の内訳は次のとおりであります。

支払保険金 ５,３５９百万円
回収再保険金 １８７百万円

差　引 ５,１７１百万円
（３）諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりであります。

支払諸手数料及び集金費 ２,９３９百万円
出再保険手数料 ３０２百万円

差　引 ２,６３７百万円
（４）支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりであります。

支払備金繰入額（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） １４２百万円
同上にかかる出再支払備金繰入額 ５８百万円

差　引（イ） ８４百万円
地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金繰入額（ロ） １３５百万円

計　（イ＋ロ） ２１９百万円
（５）責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりであります。

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） △４９７百万円
同上にかかる出再責任準備金繰入額 △５０４百万円

差　引（イ） ７百万円
その他の責任準備金繰入額（ロ） △４０４百万円

計　（イ＋ロ） △３９７百万円
（６）利息及び配当金収入の内訳は次のとおりであります。

預貯金利息 ０百万円
有価証券利息・配当金 ５３１百万円
貸付金利息 ０百万円
不動産賃貸料 １６０百万円
その他利息・配当金 ７百万円

計 ６９９百万円

３．１株当たりの当期純利益の額は９４９円０銭であります。
算定上の基礎である当期純利益および普通株式に係る当期純利益は３７９百万円、普通株式の期中平均株式数は４００千株であり
ます。
潜在株式調整後１株当たりの当期純利益の額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：百万円）

資
　
産
　
の
　
部

3. 貸借対照表の推移

年　度
科　目

現金及び預貯金

有 価 証 券

貸 付 金

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

資産の部合計

負
債
及
び
純
資
産
の
部

保険契約準備金

そ の 他 負 債

賞 与 引 当 金

特別法上の準備金

価格変動準備金

負債の部合計

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

（繰越利益剰余金）

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

（ ）（ ） （ ）

平成２０年度末

2,040

86,824

15

3,848

2,277

2,987

696

△0

98,689

22,749

2,517

137

34

34

25,438

73,250

98,689

52,000

8,730

12,131

12,131

72,861

389

389

平成２１年度末

2,256

85,865

14

3,787

2,319

2,755

647

△0

97,645

22,349

2,437

148

51

51

24,987

72,658

97,645

52,000

8,730

11,442

11,228

72,172

486

486

平成２２年度末

8,795

62,661

13

3,763

2,005

2,881

882

△0

81,003

22,172

2,295

129

63

63

24,660

56,342

81,003

52,000

1,455

2,623

569

56,078

264

264
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（単位：百万円）

科　目
年　度

経 常 収 益

保 険 引 受 収 益

正 味 収 入 保 険 料

収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益

支 払 備 金 戻 入 額

責 任 準 備 金 戻 入 額

為 替 差 益

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 収 入

有 価 証 券 売 却 益

積立保険料等運用益振替

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金

損 害 調 査 費

諸 手 数 料 及 び 集 金 費

満 期 返 戻 金

支 払 備 金 繰 入 額

為 替 差 損

資 産 運 用 費 用

有 価 証 券 売 却 損

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

特別法上の準備金繰入額

価 格 変 動 準 備 金

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

900

－

－

17

－

17

17

883

509

△5

503

379

14,141

9,450

5,091

756

2,566

716

318

0

－

－

4,686

3

0

3

15,041

14,320

13,411

99

91

－

718

－

715

807

0

△91

4

平成２１年度

916

－

－

12

0

12

12

903

633

△109

523

379

13,970

9,429

5,171

709

2,637

691

219

－

－

－

4,539

1

0

1

14,886

14,257

13,688

88

82

－

397

0

623

699

7

△82

5

平成２２年度

2,248

0

0

18

1

17

17

2,230

606

340

947

1,282

13,894

9,241

5,059

780

2,649

752

－

－

0

0

4,638

13

0

13

16,142

15,298

13,721

133

111

382

948

0

839

951

－

△111

4

平成２０年度

4. 損益計算書の推移
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（ ）（ ）

5. キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

科　目

年　度

（△は損失）

（△は減少）
（△は減少）
（△は減少）
（△は減少）
（△は減少）

（△は益）
（△は益）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税 引 前 当 期 純 利 益
減 価 償 却 費
支 払 備 金 の 増 減 額
責 任 準 備 金 の 増 減 額
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額
賞 与 引 当 金 の 増 減 額
価格変動準備金の増減額
利 息 及 び 配 当 金 収 入
有 価 証 券 関 係 損 益
有 形 固 定 資 産 関 係 損 益
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加）
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少）

小　　　　　　　　　　　計
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額
法 人 税 等 の 支 払 額

営業活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー
配 当 金 の 支 払 額

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

投資活動によるキャッシュ・フロー
有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出
有価証券の売却・償還による収入
貸 付 け に よ る 支 出
貸 付 金 の 回 収 に よ る 収 入

資産運用活動計
（営業活動及び資産運用活動計）

有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出
投資活動によるキャッシュ・フロー

（△は減少）現金及び現金同等物の増減額

現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 首 残 高

現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高

（注）現金及び現金同等物の範囲
（注） キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び取得から満期日または償還日まで

の期間が３ヵ月以内の定期預金等の短期投資からなっております。

（ ）
平成２２年度

平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで

903
861
219

△397

△0

△19
12

△699

△7
0

△593

△315

△34
800

△459
305

6,538

2,256

8,795

－

△16,473

△16,473

△78,137
100,908

△15
15

22,771
23,077

△65
22,706

平成２１年度
平成２１年４月１日から
平成２２年３月３１日まで

883
950
318

△718
0
11
17

△807

△0
－

△729
70

△5
994

△659
329

216

2,040

2,256

－

△1,069

△1,069

△62,846
63,833

△17
18
989
1,318

△33
955

（ ）
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6. 株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

科　目

年　度

株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金
資本準備金
前期末残高
当期変動額
資本準備金の積立
準備金から剰余金への振替
当期変動額合計
当期末残高
その他資本剰余金
前期末残高
当期変動額
資本準備金の積立
剰余金（その他資本剰余金）の配当
準備金から剰余金への振替
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金（その他資本剰余金）の配当
当期変動額合計
当期末残高

利益剰余金
利益準備金
前期末残高
当期変動額
利益準備金の積立
当期変動額合計
当期末残高
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額
利益準備金の積立
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計

当期末残高
利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計
当期末残高

株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
剰余金（その他資本剰余金）の配当
当期純利益
当期変動額合計
当期末残高

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
剰余金（その他資本剰余金）の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

（ ）
平成２２年度

平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで

52,000

－
52,000

8,730

1,455
△8,730
△7,275
1,455

－

△1,455
△7,275
8,730
－
－

8,730

△7,275
△7,275
1,455

213

1,839
1,839
2,053

11,228

△1,839
△9,198
379

△10,658
569

11,442

△9,198
379

△8,818
2,623

72,172

△9,198
△7,275
379

△16,093
56,078

486

△222
△222
264

486

△222
△222
264

72,658

△9,198
△7,275
379
△222

△16,316
56,342

平成２１年度
平成２１年４月１日から
平成２２年３月３１日まで

52,000

－
52,000

8,730

－
－
－

8,730

－

－
－
－
－
－

8,730

－
－

8,730

－

213
213
213

12,131

△213
△1,069
379
△903
11,228

12,131

△1,069
379
△689
11,442

72,861

△1,069
－
379
△689
72,172

389

97
97
486

389

97
97
486

73,250

△1,069
－
379
97

△591
72,658

（ ）
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（単位：百万円）

（注）従業員一人当たり総資産＝
総資産
従業員数

8. １株当たり純資産額

年　度
区　分

１株当たり純資産額

9. 一人当たり総資産

年　度
区　分

従業員一人当たり総資産

7. １株当たり配当等

年　度
区　分

１株当たり配当額

１株当たり当期純利益

配 当 性 向

183,125円94銭

平成２０年度末

612

平成２０年度末

2,672円84銭

3,207円41銭

83.3％

平成２０年度

181,646円69銭

平成２１年度末

588

平成２１年度末

395円70銭

949円68銭

41.7％

平成２１年度

140,856円61銭

平成２２年度末

462

平成２２年度末

41,183円68銭

949円00銭

4,339.7％

平成２２年度

（単位：株）（注）１．発行済株式の種類及び総数に関する事項は以下のとおりであります。

（注）２．配当に関する事項は以下のとおりであります。
（１）配当金支払額

（注）３．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

400,000

400,000

400,000

平成２１年度末
株式数

－

－

－

平成２２年度
増加株式数

－

－

－

平成２２年度
減少株式数

400,000

400,000

400,000

平成２２年度末
株式数

発 行 済 株 式

普 通 株 式

合 計

普通株式

決議 株式の種類

平成22年6月25日
定 時 株 主 総 会

158百万円

配当金の総額

395円70銭

1株当たり配当額

平成22年3月31日

基準日

平成22年6月28日

普通株式
平成22年8月26日
臨 時 株 主 総 会

16,315百万円 40,788円27銭 平成22年8月27日 平成22年8月27日

効力発生日

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

普通株式

決議 株式の種類

平成23年6月30日
定 時 株 主 総 会

158百万円

配当金の総額

利益剰余金

配当の原資

395円41銭

1株当たり配当額

平成23年3月31日

基準日

平成23年7月1日

効力発生日
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1 債務者区分に基づいて区分された債権4
（単位：百万円）

区　分
年　度

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危 険 債 権

要 管 理 債 権

正 常 債 権

合 計

（注）１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権
（注）１ 破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる

債権の額です。
（注）２．危険債権
（注）１ 債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取

りができない可能性の高い債権の額です。
（注）３．要管理債権
（注）１ ３カ月以上延滞貸付金（元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸付金（１.及び２.に掲げる債権

を除く。）。以下同じ。）及び条件緩和貸付金（債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、
元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金（１.及び２.に掲げる債権並びに３カ月以上延滞貸
付金を除く。））の額です。

（注）４．正常債権
（注）１ 債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、１.から３.までに掲げる債権以外のものに区分される債権の額で

す。

－

－

－

13

13

平成２２年度

－

－

－

14

14

平成２１年度

1 リスク管理債権2

1 元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況（保険金信託業務を行う場合）3

破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権、貸付条件緩和債権はありません。

該当事項ありません。
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1 保険金等の支払能力の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率）5

（注）上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第８６条及び第８７条並びに平成８年大蔵省告示第５０号の規定に基づいて算出しております。

〈ソルベンシー・マージン比率〉
・損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨大災害の
発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な支払能力を保持して
おく必要があります。

・こうした「通常の予測を超える危険」を示す「リスクの合計額」（上表の（Ｂ））に対する「損害保険会社が保有している資本金・準備金等
の支払余力」（すなわちソルベンシー・マージン総額：上表の（Ａ））の割合を示す指標として、保険業法等に基づき計算されたのが、「ソ
ルベンシー・マージン比率」（上表の（Ｃ））です。

・「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。
① 保険引受上の危険：保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害に係る危険を除く。）
（一般保険リスク）
（第三分野保険の保険リスク）

② 予定利率上の危険：実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険
（予定利率リスク）

③ 資産運用上の危険：保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等
（資産運用リスク）

④ 経営管理上の危険：業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①～③及び⑤以外のもの
（経営管理リスク）

⑤ 巨大災害に係る危険：通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険
（巨大災害リスク）

・「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」（ソルベンシー・マージン総額）とは、損害保険会社の純資産（社外流出予
定額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、土地の含み益の一部等の総額であります。

・ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する客観的な指標のひとつ
ですが、その数値が２００％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

（A）ソルベンシー・マージン総額

（B）リスクの合計額
（R1＋R2）2 ＋（R3＋R4）2 ＋R5＋R6

（C）ソルベンシー・マージン比率
［（A）／｛（B）×1／2｝］×100

資本金又は基金等

価格変動準備金

危険準備金

異常危険準備金

一般貸倒引当金

その他有価証券の評価差額×90%（評価損の場合は100%）

土地の含み損益×85%（評価損の場合は100%）

払戻積立金超過額

負債性資本調達手段等

意図的保有による控除額

その他

一般保険リスク（R1）

第三分野保険の保険リスク（R2）

予定利率リスク（R3）

資産運用リスク（R4）

経営管理リスク（R5）

巨大災害リスク（R6）

平成22年度
（平成２３年３月３１日現在）

（単位：百万円、％）

64,558

55,919

63

30

7,303

0

373

621

－

－

－

245

1,027

－

3

826

53

840

2,215

5,828.0

86,782

72,013

51

24

6,934

0

686

770

－

－

－

6,301

1,007

－

4

996

57

890

2,368

7,326.9

平成21年度
（平成２２年３月３１日現在）
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【参考】平成２３年度末（平成２４年３月３１日）から適用される新基準による数値

ソルベンシー・マージン比率の信頼性にかかる一層の向上の観点から、ソルベンシー・マージン比率の算出にかかる法令等が改正され、
平成２３年度末（平成２４年３月３１日）から新基準（注）が適用されます。適用開始までの間、新基準に基づいて算出したソルベンシー・マー
ジン比率を参考表示します。
なお、新基準のソルベンシー・マージン比率は、リスク計測の厳格化等により、現行基準に比べ低下する場合がありますが、現行制度

と同様、その数値が２００％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。
（注）「新基準」とは、現行基準に平成２２年４月２０日付内閣府令第２３号及び金融庁告示第４８号（平成２４年３月３１日から適用）の改定内容

を反映したものです。

（A）ソルベンシー・マージン総額

（B）リスクの合計額
（R1＋R2）2 ＋（R3＋R4）2 ＋R5＋R6

（C）ソルベンシー・マージン比率
［（A）／｛（B）×1／2｝］×100

資本金又は基金等

価格変動準備金

危険準備金

異常危険準備金

一般貸倒引当金

その他有価証券の評価差額×90％（評価損の場合は100％）

土地の含み損益×85％（評価損の場合は100％）

払戻積立金超過額

負債性資本調達手段等

払戻積立金超過額及び負債性資本調達手段等のうち、マージンに算入されない額

意図的保有による控除額

その他

一般保険リスク（R1）

第三分野保険の保険リスク（R2）

予定利率リスク（R3）

資産運用リスク（R4）

経営管理リスク（R5）

巨大災害リスク（R6）

平成22年度
（平成２３年３月３１日現在）

（単位：百万円、％）

64,558

55,919

63

30

7,303

0

373

621

－

－

－

－

245

1,593

－

16

1,562

80

840

3,164

4,079.8



Ⅴ
財

産

の

状

況

91

496

496

－

－

－

△81

414

△81

－

－

－

45,628

45,628

－

－

－

16,617

62,245

16,617

－

－

－

46,124

46,124

－

－

－

16,535

62,660

16,535

－

－

－

（３）その他有価証券

公 社 債

株 式

外国証券

そ の 他

貸借対照表計上額が
取得原価を超える
もの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの

小 計

公 社 債

株 式

外国証券

そ の 他

小 計

合　　　　　計

（２）満期保有目的の債券
該当事項ありません。

（１）売買目的有価証券
該当事項ありません。

差　額

776

776

－

－

－

△13

762

△13

－

－

－

取得原価

73,137

73,137

－

－

－

11,963

85,101

11,963

－

－

－

貸借対照表
計上額

差　額取得原価
貸借対照表
計上額

73,914

73,914

－

－

－

11,950

85,864

11,950

－

－

－

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含まれていません。

1. 有価証券に係る時価情報

1 時価情報等6

（４）売却したその他有価証券

（５）減損処理を行なった有価証券
該当事項ありません。

公 社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他

合 計

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

100

－

－

－

－

100

－

－

－

0

0

－

－

－

－

種　類

354

－

－

－

－

354

－

－

－

7

7

－

－

－

－

平成２１年度
（平成２２年３月３１日現在）

平成２２年度
（平成２３年３月３１日現在）

平成２１年度
（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）

平成２２年度
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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3. デリバティブ取引情報
以下のものを含めて、該当事項ありません。

保険業法に規定する金融等デリバティブ取引、先物外国為替取引、有価証券関連デリバティブ取引（以下

に掲げるものを除く）、金融商品取引法に規定する有価証券先物取引もしくは有価証券先渡取引、外国金融

商品市場における有価証券先物取引と類似の取引（国債証券等及び金融商品取引法第２条第１項第１７号に

掲げる有価証券のうち同項第１号の性質を有するものに係るものに限る）

2. 金銭の信託に係る時価情報
該当事項ありません。

当社では、保険業法第１１１条第１項の規定により公衆の縦覧に供する書類のうち、計算書類及びその附

属明細書について、「会社法第４３６条第２項第１号」の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の会計監

査を受けており、適正である旨の証明を受けております。

1 その他7
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確　認　書�

平成２３年６月３０日�

明治安田損害保険株式会社�
　 代表取締役社長　重森　豊　○�印�

１. 私は、当社の平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日までの事業年
度に係る財務諸表に記載した事項について確認したところ、すべての
重要な点において適正に表示されていることを確認いたしました。�

�
２. 当社は、以下の体制を構築し、これが適切に機能する環境を整備する
ことにより、財務諸表等の適正性の確保を図っております。�

�
（１） 財務諸表等の作成にあたって、その業務分担と所管部署が明確化

されており、所管部署において適切な業務体制を整備しております。�
�
（２） 内部監査部門が所管部署における内部管理体制について検証し、

重要な事項については取締役会等へ適切に報告する体制を整備し
ております。�

�
（３） 重要な経営情報については、取締役会等へ適切に付議・報告さ

れております。�
�

３. なお、当社は内部統制委員会を開催し、財務諸表等が適正に表示され
ていることを確認いたしました。�

以　上�

1 財務諸表の正確性・内部監査の有効性についての代表者確認書8
当社は、財務諸表の記載事項が適正であること、財務諸表作成に係る内部監査が有効であることを代表者

（代表取締役社長）が確認しております。
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Ⅵ 設 備 の 状 況

1 設備投資等の概要1
当期の設備投資は、主として損害保険事業における業務維持等を目的として実施いたしました。

そのうち主なものは、情報システムの維持改善（２７百万円）および本社ビルの改修工事等（３７百万円）

であり、当期中の投資総額は６５百万円です。
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Ⅶ 損 害 保 険 用 語 の 解 説

【か行】

価格変動準備金
保険会社が保有する株式等の価格変動による損失に備えることを目的とした準備金です。資産の一定割
合を積み立て、株式等の売買等による損失の額が株式等の売買等による利益の額を超える場合は、その
差額を取り崩します。

過失相殺
損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額が減額され
ることをいいます。

急激かつ偶然な外来の事故
突発的に発生する予知されない出来事であり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいま
す。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作
業中の事故などが挙げられます。

共同保険契約
リスク分散その他の事情から、１つの損害保険契約を複数の保険会社が共同で引き受ける契約形態をい
います。

契約者配当金
積立保険（貯蓄型保険）で積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返戻（へんれ
い）金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。

契約の解除
保険契約者または保険会社の意思表示により、契約を消滅させることをいいます。

契約の更改
既に保険契約に加入済みの保険の対象について、保険期間の終了に際して引き続き新しい保険契約を締
結し直すことをいいます。

契約のしおり
保険契約に際して、保険契約者が保険商品の基礎的な事項について事前に十分理解したうえで契約手続
きを行なえるよう、契約時に配付するために作成された小冊子のことです。契約のしおりには、契約に
際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等が
記載されています。

契約の失効
契約が将来に向かって効力を失い終了することをいいます。例えば保険で支払われない事故（戦争や暴
動等）によって保険をつけていたものが滅失した場合は、契約は失効します。

告知義務
保険契約の申込みの際に、保険契約者が契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る
義務をいいます。この重要な事項について事実と異なることを申し出た場合、保険契約が解除されたり、
事故があっても保険金が支払われないことがあります。
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【さ行】

再調達価額
保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額（火災保険でいうと、現在住んでい
る建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額）のことです。

再保険（再保）
保険会社が危険の分散を図るため、自社が引き受けた保険契約上の責任の一部または全部を他の保険会
社に転嫁することをいいます。再保険に出すことを出再保険、再保険を引き受けることを受再保険とい
います。

再保険料
保険会社が自ら引き受けた契約を、他の保険会社に引き受けてもらうときに支払う保険料（出再保険料）
のことをいいます。引き受けた保険会社からは受再保険料と呼ばれています。

時価
再調達価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。

事業費
保険会社の事業上の経費で、損害保険会計では「損害調査費」、「営業費及び一般管理費」、「諸手数料及
び集金費」を総称していいます。

地震保険料控除制度
地震保険に加入している場合の保険料が一定額を限度として所得税法上および地方税法上の課税所得か
ら控除される制度をいいます。
※国税は平成１９年度分以後の所得税、地方税は平成２０年度分以後の個人住民税について適用されます。
また、「損害保険料控除制度」は平成１８年１２月末をもって廃止となりました（経過措置を除きます）。

質権設定
火災保険などで、保険契約をした物件が災害に遭ったときの保険金請求権を被保険者が他人（質権者）
に質入れすることをいいます。

指定紛争解決機関
平成２１年６月２４日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」に基づき創設された、金
融分野における裁判外紛争解決機関です。銀行・保険・証券等の業態ごとに、一定の要件を満たした場
合に主務大臣から指定紛争解決機関の指定を受けることができます。

支払備金
決算日までに発生した保険事故で、保険金が未払いのものについて、保険金支払いのために積み立てる
準備金のことをいいます。責任準備金とともに保険契約準備金を構成しています。

→　保険契約準備金

重要事項説明書
保険契約の内容を理解していただくことを目的とし、特に重要な事項について記載した書面です。重要
事項説明書には、保険商品の内容を理解するために必要な情報（契約概要）と保険会社が保険契約者に
対して注意喚起すべき情報（注意喚起情報）が記載されています。
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正味収入保険料
保険契約者からいただいた保険料（元受保険料）から再保険料を加減（出再保険料を控除し、受再保険
料を加える）、諸返戻（へんれい）金を控除し、さらに積立保険の積立部分の保険料を控除した保険料
をいいます。

責任準備金
将来おこりうる保険契約上の債務に対して保険会社が積み立てる準備金のことをいい、以下のものがあ
ります。
①普通責任準備金（決算後に残された、次年度以降の保険期間の債務に備えて積み立てるもの）
②異常危険準備金（異常災害損失に備えて積み立てるもの）
③危険準備金（保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため積み立てるもの）
④払戻積立金、契約者配当準備金（積立保険において、満期返戻（へんれい）金、契約者配当金として
返戻（へんれい）すべき保険料中の払戻部分、およびその運用益を積み立てるもの）

全損
保険の対象が完全に滅失した場合（火災保険であれば全焼、全壊）や、修理、回収に要する費用が再調
達価額または時価額を超えるような場合のことです。なお、これらに至らない損害を分損といいます。

損害保険契約者保護機構
保険業法に基づき設立された法人です。経営破綻した損害保険会社の保険契約者等を保護し、これによ
り損害保険事業に対する信頼を維持することを目的としています。
詳細につきましては、損害保険契約者保護機構ホームページ（http://www.sonpohogo.or.jp/）をご
覧ください。

損害保険料率算出機構
「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された特殊法人です。損害保険における公正な
保険料率を算出する際の基礎とすることができる参考データ等の算出を行なっています。

損害率
収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いら
れます。通常は、正味支払保険金に損害調査費を加えて正味収入保険料で除した割合を指します。

【た行】

第三分野
損害保険にも生命保険にも属さない、人のケガ（傷害）や病気（疾病）などに備える保険分野のこと
です。

大数の法則
サイコロを１回振った場合、１～６までのどの数がでるかは偶然ですが、１００回、１,０００回と振ると、
それぞれの目が出る割合が６分の１の確率に近づいていくことがわかります。このように、一見偶然と
思われる現象も、たくさんのデータを観察することによって、その発生率に一定の法則を見いだすこと
ができます。これを「大数の法則」といいます。
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超過保険・一部保険
保険金額（契約金額）が保険の対象である物の実際の価額（保険価額）を超えることを超過保険といい
ます。これに対して、保険対象物の価額よりも、設定している保険金額が少ない保険を一部保険といい
ます。この場合には、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金額の実際の価額に対する割合で保
険金が減額されて支払われます。

重複保険
同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を
広義の重複保険といい、また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価（額）を超
過する場合を狭義の重複保険といいます。

通知義務
保険契約後に契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が保険会社に連絡しなければ
ならない義務のことです。例えば、火災保険では住居を店舗に改造したりした場合などに通知義務が発
生します。

積立勘定
積立保険（貯蓄型保険）において、その積立資産を他の資産と区分して運用する仕組みのことをいいます。

積立保険
保険契約の満期時に一定の満期の返戻（へんれい）金が支払われる貯蓄性をあわせもった長期の積立
（貯蓄）タイプの保険のことです。

【は行】

被保険者
保険の補償を受けられる方、または保険の対象となる方をいいます。保険契約者と同一の人であること
もあり、別人であることもあります。

被保険利益
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とあ
る物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを
目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。

分損
保険の対象の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害をいいます。

法律によって加入が義務づけられている保険
「自動車損害賠償保障法」に基づく自賠責保険（自動車損害賠償責任保険）などがあります。

保険価額
被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の
最高見積額です。
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保険期間
保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間のことです。ただし、保険期間中であっても保険料が
支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めていることが多いので、その場合は保険
事故が発生しても保険金は支払われません。

保険業法
保険事業の監督法規と保険事業を営む者の組織およびその行為に関する規定を含む昭和１４年制定（平
成８年改正・施行）の法律のことをいいます。保険事業が健全に運営されることにより、保険契約者等
を保護するために定められています。

保険金
保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のこと
です。

保険金額
保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う
保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。

保険契約者
保険会社に保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことに
なります。

保険契約準備金
保険契約にもとづく保険金支払いなどの責任を果たすため、保険業法および同施行規則は、保険会社に
特有な準備金を定めています。
これには、支払備金および責任準備金があります。

→　支払備金
→　責任準備金

保険事故
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をい
います。例えば、火災、交通事故、人の死傷などが該当します。

保険証券
保険契約の申込み後、その保険契約内容を証明するため、保険会社が作成し保険契約者に交付する書面
のことです。

保険の対象
保険をつける対象のことをいいます。火災保険での建物・家財などがこれにあたります。

保険引受利益
保険引受による利益のことをいいます。具体的には、保険引受に係る収益から保険引受に係る費用を差
引いたものです。

保険法
契約当事者間における契約ルールについて定めたもので、平成２２年４月１日に施行された「平成２０年
法律第５６号」のことをいいます。従来「保険法」とは「商法」第２編商行為第１０章・第３編海商第６
章の「保険」に関する規律を指すものでしたが、単独の法律として制定されたものです。
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保険約款
保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金
を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約のす
べてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特約
とがあります。

保険料
保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことです。保険契約の申込みをしても、保険
料の支払いがなければ、補償されません。

保険料即収の原則
保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則をいいます。なお、保険料分割払契約な
ど特に約定がある場合には、この原則は適用されません。

【ま行】

満期返戻（へんれい）金
積立保険（貯蓄型保険）で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、
満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のことをいいます。その金額は契約時に定められて
います。

免責
保険契約の申込みに際して、補償されない（保険金が支払われない）事項を定める場合がありますが、
これを免責または免責事項といいます。保険事故が発生しても、免責事項に該当する場合には補償され
ないので、注意が必要です。

免責金額
自己負担額のことです。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するも
のとして設定する金額をいいます。損害額からこの金額を差し引いて保険金をお支払いすることがあり
ます。

免責条項
損害が生じても保険金を支払わない場合について定めた条項のことをいいます。保険約款の条文に「保
険金を支払わない場合」などの見出しがつけられています。

元受（もとうけ）保険　
再保険に対応する用語で、ある保険契約についての再保険契約に対して、そのある保険契約を元受保険
といいます。また、保険会社が個々の保険契約者と契約する保険のすべてをさす場合があります。
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